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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（植木弘行君） おはようございます。 

  散会前に引き続き本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は31名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（植木弘行君） 本日の議事日程はお手元に

配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政運営方針及び議案第１０号

の質疑 

○議長（植木弘行君） 質疑に当たっては、資料名、

ページ、事務事業名、款、項、目など質疑事項を

ゆっくりと明らかにして、それから質疑をするよ

うお願いいたします。 

  日程第１、市政運営方針及び議案第10号の２議

案を議題といたします。 

  以上に対して質疑を許します。 

  ９番、髙久武男君。 

○９番（髙久武男君） それでは、４点ほど質問し

たいと思いますが、一般会計予算執行計画書をお

開き願いたいと思います。５ページの13款使用料

及び手数料の項目の中の１項６目土木使用料とい

うことで、この中に道路橋梁施設使用料が1,883

万9,000円、これが歳入として入っておるんです

けれども、これは道路橋梁施設使用料というと、

多分県道とか国道の一部のものを指してこういっ

た歳入があるのかと思いますが、これらについて

ちょっとお聞きしたいと思います。 

  次に、27ページ、２款総務費の中の１項８目企

画政策費の中に、代表質問などからもかなり質問

があったかと思いますが、車座談議開催事業とい

うことで2,300万何がしの予算づけがされている

わけです。これらについていろいろ質問があった

かと思いますが、さらにこの内容の地域事業の割

り振りといいますか、こういったものがどのよう

に割り振りなされているのか。15地区云々という

話を聞いているんですけれども、これらの配分の

方法、今後の見通しといいますか、それらについ

てお聞きしたいと思います。 

  さらに、50ページ、３款民生費の中のシニアセ

ンター管理運営事業ということで3,145万6,000円

という歳出が入っているわけでございます。今、

シニアセンターが運営されている中で、昨年度、

ことしもですけれども、どのような人数の利用を

されているのか、この辺ちょっとお伺いしたいと

思います。 

  あともう１点、72ページ、自給飼料増産事業と

いうことで強い農業づくり事業ということに

1,000何がしの予算づけがされているわけでござ

います。この強い農業づくりという内容、意味合

い、この辺ちょっとお伺いしたいと思います。 

  この４点ほど質疑をしたいと思います。よろし

くお願いします。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 道路橋梁施設使用料で

ございますけれども、これにつきましては東電の

電柱とかＮＴＴの電柱の道路部分に対する占用料

でございます。 

○議長（植木弘行君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（渡部義美君） シニアセンター関

連で質疑がありましたけれども、利用状況という

ことですけれども、18年度は指定管理者の指定の

初年度ということで、若干、筋力トレーニング等
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で人数が集まらなかったという事実があります。

18年度、19年度若干比較しますけれども、マシー

ントレーニングですと18年度111人、それが19年

度は269人ということで、19年度については数年

の計画どおり進めたのかなということであります。

20年度についても、３年目を迎えますので、18・

19年度の反省にのっとった上で事業を進めていき

たい、利用者を確保して、シニアセンター、介護

予防の施設でありますので、十分機能をさせてい

きたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） 27ページの車座談議関

係の事業費2,300万円ですけれども、まず、300万

円の地域運営につきましては、15地区で車座談議

が組織されているわけですけれども、これの運営

交付金ということで、１地区20万円ということで、

15地区で300万円を予定してございます。 

  それから、地域事業で2,000万円なんですけれ

ども、これは会派代表質問等でもお答え申し上げ

てきましたが、およそ10地区程度で事業が実施を

されるであろうという見込みの中で、総枠で

2,000万円を計上させていただいたと。それぞれ

10事業につきまして計画書に伴って予算が上がっ

てくるわけですけれども、それらの中身を内部の

審査会でそれぞれ審査をいたしまして、最終的に

交付額を決定するということです。ですから、現

時点でそれぞれの事業が、幾らの事業が10地区と

いうことではなくて、枠取りだということでご理

解いただければと思います。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 強い農業づくり

ということでのご質問でございますが、この名前

そのものは農水省の補助事業の体系の中での名前

ということで、足腰の強い農業というのがイメー

ジだと思います。これは特に外国からの農産物等

の輸入にさらされているような状況のもので、特

にこの事業につきましては外国からのえさを買っ

て畜産業を営んでいるということもございますの

で、自給飼料、つまり牧草とかそういうものを国

内で生産して家畜に与えるということで、この事

業では農業機械関係の飼料増産のための機械関係

を導入する１集団を予定してございます。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） ９番、髙久武男君。 

○９番（髙久武男君） 大体理解したところでござ

いますが、車座談議、これは多分１地区20万円と

いうことで配分。１集団20万円ということでも、

その地区はある程度予算といいますか、そういっ

た考えのもとで出されるんだと思いますが、その

辺、事業の内容によっては20万円でいいのかなと

思えないようなものもありますが、しっかりとし

た指導をしなから、それを進めていっていただき

たいと思います。 

  あと、シニアセンターの登録制といいますか、

そういったことでやられていると思うんですけれ

ども、これは年齢制限とかいろいろの中でやられ

ているんでしょうか。その辺についてお伺いした

いと思います。 

○議長（植木弘行君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（渡部義美君） お答えいたします。 

  登録制といいますか、シニアセンターを利用で

きる方というのは、介護予防の施設ということで、

おおむね65歳以上の方ということで、筋力トレー

ニング、それから自主事業等もやっておりますけ

れども、主に介護保険のサービスを受けない方に

利用していただいていますので、元気アップなん

かですと登録をしてもらったり、あとは筋力トレ

ーニングも３カ月スパンでやるとか、そういうこ
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とでやりますので、フリーであそこに行って施設

を利用するというのは自主事業で若干ありますし、

あと施設の利用、多目的ホールとかグランドゴル

フの施設もありますので、そのような施設につき

ましてはフリーで行っても利用はできるというこ

とになります。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） 車座談議につきまして、

若干私の説明不足で大変申しわけありません。 

  300万円につきましては、それぞれの15の地区

の組織の事務費等の運営費なんです。それで上限

20万円で、それぞれ１年間で事務運営費について

最終的には精算といいますか、決算をしていただ

いて、その実額で各組織に交付をするというもの

が300万円の運営費。それから、2,000万円のほう

につきましては、それぞれの車座が行う事業に対

しての交付金ということで、分けて交付をしてい

ると、こういう内容でございますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） ９番、髙久武男君。 

○９番（髙久武男君） はい、了解しました。 

  さっき１地区20万円って、１地区200万円とい

う計算になるかと思うんですが、その内容を進め

るからには、きちんとした内容で補助金を出すん

だと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） ここで、各議員の諸君に申

し上げます。質疑では自己の意見は述べられませ

んので、ご理解をいただきたいと思います。 

  企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） すみません。地域運営

交付金につきましては予算総額で300万円という

ことで、15地区で上限が20万円、20万円掛ける15

ということですので、よろしくお願いしたいと思

います。 

○議長（植木弘行君） ほかにございませんか。 

  ５番、髙久好一君。 

○５番（髙久好一君） 議案資料の31ページ、３款

民生費の中の生活保護費、この中で職員給与が金

額で31.1％、人員で17人減らされていますけれど

も、これに対する考えをお聞かせ願いたいと思い

ます。 

  それから、同じ議案資料の31ページ、４款衛生

費の中の清掃費、産業廃棄物対策事業、これの産

業廃棄物処分場周辺環境影響等調査研究委託500

万円とありますので、これももうちょっと詳しく

聞かせていただけると助かります。 

○議長（植木弘行君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（渡部義美君） ただいまの質疑で

すけれども、職員給与費が48人から31人に減って

いる理由ということですけれども、48人、生活保

護費の中、要は福祉６法に係る職員、一般事務関

係をこの生活保護費の職員給与費の中から今まで

ほとんど支出をしておりました。今回、子ども課

ができるということも含めまして、そちらのほう

に移行した分がありますので、子ども課の人数は

こんなにはいないんですけれども、そういうこと

で振り分けたために人数が減ったということであ

りますので、総体的に見ると社会福祉課、要する

に高齢福祉にもまたがりますけれども、人数的に

はそんなに異動はないということであります。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） 議案資料の31ペー

ジの産廃の調査研究費の500万円につきましてお

答えをいたします。 

  これにつきましては、ご存じのように福島大学

に委託しまして調査研究を19年度からスタートし
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たわけでございますけれども、19年度は200万円

という予算でご存じだと思いますが、もう少し地

下水の調査をしっかりやろうということで細かい

内容まで入っていく、地下水の水位とか中の成分

とか、そういうものももう少し細かくやろうとい

うことで、19年度は少しアバウトといいますか、

基本的な調査、今度はもう少し詳細な調査という

ことで入っていただくのと、いよいよ法規制等の

具体的な方策等についてももう少し突っ込んだ研

究をしていただきたいということで、その辺の話

もしておりまして、それらのトータルで500万円

程度の研究費が必要だろうと福島大学と話した中

でまとまってきておりますので、もちろん議決を

得て契約という形になりますけれども、この辺の

見積もりをいただいたということでございます。 

○議長（植木弘行君） ５番、髙久好一君。 

○５番（髙久好一君） 了解です。 

○議長（植木弘行君） 10番、平山啓子君。 

○１０番（平山啓子君） では、３点ほどお伺いい

たします。 

  予算執行計画書の24ページの２款総務費、人事

管理費の中から委託料で職員健康診断、カウンセ

ラーで872万7,000円と出ていますけれども、現在、

カウンセラーを受けている職員の人数、また、そ

の状況などをお知らせお願いいたします。 

  次に36ページ、２款総務費の中から２項３目の

徴収費、その中に非常勤職員報酬並びに市内・首

都圏収税嘱託員の1,179万円とありますけれども、

これの状況ですね。どのような効果があったか、

お知らせお願いいたします。 

  ３点目が51ページです。３款民生費の児童福祉

総務費の中から次世代育成支援対策地域行動計画

ニーズ調査130万円とございますけれども、この

内容、また、いつごろ調査をやるのか、また、ど

のような年齢層の対象の方に調査をするのか、お

伺いいたします。 

  以上３点、お願いいたします。 

○議長（植木弘行君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（渡部義美君） ただいまの質疑に

お答えいたします。 

  次世代育成行動計画の関係のニーズ調査なんで

すけれども、21年度までに前期５年が終わります

ので、21年に計画を見直しするということを含め

まして、来年度、ニーズ調査をするということに

なります。 

  対象者としては、約2,300人ほど予定をしてお

ります。妊産婦の方、それから就学前、幼稚園と

か保育園に通っている方の保護者、それから小学

校ですと２年・５年生の保護者、それから子育て

サロン、保健センターの健診に来ている方、そう

いった者を含めまして2,300人、全人口の２％ぐ

らいを予定しております。 

  実施率につきましては、調査の内容等もまだ決

定しておりませんので、それらを決めた中で今後

実施をしていきたいということで、この130万円

につきましては調査をした中での分析、そういっ

たものを委託をしたい。あと、封筒に入れて

2,300人の対象者に送ったり何かするというのは

全部自前でやるということで、上がってきた調査

票を分析、結果を集計する、そういった作業に

130万円、委託料として今回計上したということ

であります。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） お答えいたします。 

  まず、24ページの委託料の臨床心理士によるカ

ウンセラーの関係ですけれども、平成18年度の実

績では85人、平成19年度、現在までで61人の方、

延べでございますけれども、カウンセリングを受

けているところでございます。 
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  それから、36ページの徴収費の中での首都圏収

税嘱託員の関係ですけれども、これは本年度から

首都圏に駐在の収税嘱託員を設置したところでご

ざいます。経費の内容としては、固定給のほか収

納金に対する歩合、あるいは事務諸費、光熱費等

の電話代とかそういったものを計上したものでご

ざいまして、現在までの実績はちょっと手元に数

字がありませんので後ほどお答えしたいと思いま

すが、当初見込みよりもかなり実績としては上が

っていると、こんなふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 12番、早乙女順子君。 

○１２番（早乙女順子君） では、まず、市政運営

方針から何点かお聞きいたします。 

  ページ数で前から順次追っていきたいと思いま

すけれども、２ページの４行目で「自治体自身の

自己決定、自己責任がさらに問われたくることは

必至であります」ということで、「このような状

況のもとで住民サービスの水準を維持しつつ」と

いうことで、具体的にはどういう水準を、何を維

持しようとしているのか。具体的に象徴的な事例

でいいですけれども、こういう言葉って、言葉と

して書いてはいるけれども、具体的に何なのとい

うところがわからないので、何を意味してこの言

葉を表現したのかを聞かせてください。 

  それと、３ページのところで産廃の処理施設に

ついて「引き続き国・県に対して立地規制の強化

を働きかける」ということを言っていますけれど

も、具体的にどういうことを働きかけたのかを、

今まで実際に総量規制だとかということは言って

いますけれども、これをこういうふうに変えたら

立地規制になるんではないのかというような具体

的なことを言って働きかけてきたのかどうか聞か

せてください。 

  あと、４ページのところで障害者自立支援法事

業では「地域生活支援事業の一層の充実を図る」

ということで、この地域生活支援事業、昨年度、

どのような部分のところが不十分であって、今年

度、どこにそれをどう改善しようとしたのか、具

体的に聞かせてください。 

  それと、５ページのところ「保育園運営事業で

は」ということで、ここで「黒磯、西那須野地区

の全保育園に110番通報装置を設置いたします」

ということなんですけれども、ここで市内全保育

園に通報装置が設置されることになるというふう

には言っているんですけれども、これは公営の保

育所だけということで、子どもたちは民間の保育

園にも通っていますので、子どもたちの安全とい

うことを考えれば、公立の保育園に行っていよう

が民間の保育園に行っていようが同じなので、実

態的に民間の保育園、認可保育園ですけれども、

その辺の実態がどうなっているのか。民間ですか

ら、もう既に設置されちゃっているのか、設置さ

れていないのか、それとも今後そこをどう考えて、

こういう表現にしているのか聞かせてください。 

  ９ページのところで「選択と集中」ということ

で、最近、選択という言葉がはやっているみたい

ですけれども、昔はスクラップ・アンド・ビルド

とかという言い方がはやってたんですけれども、

最近はこういう言葉になったみたいで、これをこ

の予算の中で具体的に何が選択と集中に該当する

ような事業、これも具体的に何をイメージしてこ

の言葉を書いたのか聞かせてください。 

  その次に、全員協議会のときに配られた平成20

年度の当初予算の概要、これについての方がペー

ジ数が少ないので、これに沿って聞いてしまいま

す。 

  ５ページの普通交付税のところで、19年度決算

額をベースに市税の伸びや合併特例債、事業補正

等を考慮すると大幅減になるということで、具体

－152－ 



的に合併特例債とか事業費補助等を考慮して大幅

減になった根拠、どういうものというのを、それ

とあと、今回の国の財政対策としての目玉になる

のかもしれないんですけれども、地方再生対策債

の創設を３億円と見込んでいるということなんで

すけれども、実際に地方税の財源を活用して配分

しているんだというふうに思うんですけれども、

これが対策債として来るのに対して、国のほうは

どういうことを期待してこういうものを政策とし

て入れて、市町村ではこの政策をどういうふうに

生かそうとしているのか。国が場当たり的にやっ

ているのかを知るために、その辺どうとらえてい

るのかを聞かせてください。 

  それと、11ページのところ、先ほども生活保護

費のことで人数が削減されているのは何でなのか

という質疑があって、子ども課への移行で、これ

ほどの人数が減っているわけではないということ

なんですけれども、生活保護のところのケースワ

ーカー、資格がなくて対応していたということで

問題になった市町村があると思うんですけれども、

その辺のところは那須塩原市は大丈夫かどうかと、

具体的に生活保護と地域包括とかが結構地域の中

に入っていますと、生活保護の人の対応もするん

ですけれども、町の行政の窓口に行って、そうい

う課題というか、問題は掘り起こさないでくださ

いと言われてケアマネージャーが悩んだという。

生活保護の対応なんですけれども。具体的なもの

はまた話すにしても、きちんとした対応ができる

体制が現在とれて、今後もこの体制でとれていく

のかどうかということを聞かせてください。 

  それと、同じ11ページの産廃対策のところで、

ここで周辺環境影響等調査研究委託ということで

起きてますけれども、何を意図して調査をお願い

しているのか。最近、安定型の処分場というもの

は結構裁判でとまっているときに、水の安全、要

するに人体への安全ということが相当言われて、

裁判を打つために調査をするとかということが結

構なされていたり、具体的に何のためにというこ

とでなされているんですけれども、これはただ漠

然と今の現状を調べるだけという段階、それとも、

それよりもう少し目的を持った調査になるものな

のかどうか聞かせてください。 

  とりあえず一応この辺だけにして、１回目終わ

りにします。 

○議長（植木弘行君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） 私のほうからは、市政

運営方針の住民サービスの水準を維持しつつと、

これに関連してお答えを申し上げたいと思います。 

  市政運営方針の最初の現状認識の中でも、議員

もお読みになってご理解いただけたと思いますけ

れども、経済の状況、厳しさ、それから地方財政

が厳しいと、こういうことでの現状認識を市長は

述べております。そういう中で、今後、施策を展

開していく中で決意表明という項目になりますけ

れども、そういう状況を踏まえて、協働のまちづ

くりに取り組んでいくと。さらに、行革等につい

ても不断の努力を重ねていくと。そういうことで

トータル的にこれがこれがという、サービス１つ

１つを取り上げて水準をどうのこうのということ

ではありませんが、福祉であり、教育であり、生

活環境でありと、こういったトータル的に住民、

市民の皆様へのサービスの水準を落とさないでや

っていくためには、ただいま申し上げました取り

組みの中でやっていくという決意を述べられてい

るものだと思っております。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） お答えをいたします。 

  まず、１点目の「選択と集中」の具体的な事業

というご質問でございますけれども、これまでの
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市長の基本方針の中でも申し述べておりますけれ

ども、平成20年度は第２期のごみ処理施設の最後

の完了年度、あるいは３・４・１本郷通りの整備、

そのほか仮称でございますけれども、黒磯インタ

ー整備関連が大詰めを迎えるということで、そう

いった継続して実施をしてきた事業には集中して

投資をしてきた集大成があらわれるということで

ございます。 

  そのほかに枠配分の関係ですけれども、それぞ

れの部間において枠の事業ごとに対して配分をし

ていたものを、部の自由裁量といいますか、主体

性をとるための枠配分の項目も目まで広げたとい

うことで、それぞれ部においてトータルで48億円

ほどの枠配分をいたしました。そういった面での

具体的な集中と選択ということで実施をしたとこ

ろでございます。 

  そのほか、２点目の地域再生対策費の関係でご

ざいますけれども、議員ご承知のように、都道府

県、市町村合わせて4,000億円のうち、市町村に

人口や林野面積等に応じて配分をされるわけでご

ざいます。この制度については地方と都市の共生

という考えのもとに創設されたということで、地

方の自主的あるいは主体的な活性化施策に必要な

歳出を計上ということでございます。当然市町村

もそういう考え方のもとに予算の中で反映させて

いきたい、こんなふうに考えております。 

  以上であります。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） 私のほうからは、

市政方針の産廃の立地規制強化、それから資料の

福島大学への調査委託の目的等の質問があったと

思いますが、両方関連をしておりますので、あわ

せてご答弁をさせていただきたいと思います。 

  まず、国・県への働きかけにつきましては、私

は既に議会へ資料等は逐一報告して文書でお渡し

していると思いますのでご存じだと思いますが、

総体的には総量規制をしてほしいという内容にな

ろうかと思います。具体的にこの法律のこの条文

をこのように改正をしてくださいという形ではご

提案申し上げておりませんけれども、那須塩原地

域に産廃が集中してくるのは、日本全国レベルの

意味での地域間の不公平ではないかというような

ことを論点といたしまして、それにプラスして集

中することによって市民の生活環境等々が悪化し

ていくおそれがあるということで規制してほしい

旨、県にも出してありますし、国にも２回ほど行

っております。その件につきましては、昨日の代

表質問の金子議員のほうへもお答えしたとおりで

ございます。 

  もう少し具体的に言いますと、まずは環境省の

担当職員レベルが実際にはいろいろ施策を考えて

いくわけでありますので、課長輔佐にはまず第１

回目として市長みずから行って、図面等を持って

いって、このような現状にあるんだから、よく考

えてくれということはしてあります。それで、こ

としになりまして、昨日の答弁にもありましたよ

うに、市長が今度は直接環境大臣に会って、その

旨を要望をしてまいりました。その中には、きの

うも申し上げましたが、産廃の特に安定型処分場

につきましては立地がまずいだろうという判例が

出てきておりますので、その辺を受けて、その文

言もぜひとも読んでいただきたいんですが、配っ

た書類にありますから、そこに書いてあるように

司法の判断が出ているので、そういう類型のもの

はもうやめてもらいたいという旨を文書にしてお

願いをしてあります。 

  特に、那須塩原市のこの扇状地は浸透が早いわ

けですから、影響するとすれば、あっという間に

大きな面積で悪影響を及ぼします。立地しやすい

という１つのこともありますけれども、逆に言う
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と災害を大きく拡大しやすい土地柄だ、地質だと

いうことも言えるということでお話をしてありま

す。その辺も含めて、ぜひ書類でごらんになって

いただきたいと思います。 

  それから、福島大学への委託の方向性といいま

すか、着地点といいますか、その辺のご質問だと

理解してお話をさせていただきますが、はっきり

申し上げて一般の学術的調査をしていただきたい

という話ではお願いをしておりません。私も直接

福島大学へ何度か行きまして、目的はしっかり話

してきたつもりであります。市民がこういう心配

をしている、地下水の悪影響のおそれが非常にあ

る、河川にもおそれがある、そういうことを防ぎ

たいので立地ができないような論拠をつくるとい

うことができますかと。それについては、地下水

の動きがこのような方向に動いているというのは、

今までの調査でもわかっているので、それをしっ

かり裏づけしながら、今度は水質もよく調べなが

ら立証して、やはりここへ来るのはまずいという

ような結論を導いていただければ大変ありがたい

という着地点は話してあります。それがいいかど

うかの議論はまた別途あるかもしれませんけれど

も、我々は実務的にやっていきたいと思っており

ますので、単に学術調査で抽象的にやってもらう

という考えはありません。その点に立ちまして、

土地利用の問題、法政学の問題等も含めて、やは

り規制をしていきたい、そういう方向で物を考え

ていただきたいというふうにお願いをして、その

方向で19年度は進み、20年度はさらに深く突っ込

んで進めてまいりたいというふうに思っておりま

す。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（渡部義美君） 質疑３点ほどあっ

たと思いますけれども、１点目の地域生活支援事

業の関係ですけれども、19年度と比較して20年度

はどのように充実するのかということなんですけ

れども、金額的には500万円、600万円ですので、

目に見えてここを充実するということにはなって

いないんですけれども、１つは相談事業関係、19

年度中途から事業を導入したものを20年度は当初

からということを考えております。 

  また、地域生活支援事業の中の地域生活活動セ

ンター、これにつきましては市直営のセンターが

３カ所あります。その利用者についても、常態的

に軽度の方、重度の方、１つの施設に10数人いる

わけですけれども、利用している方がばらつきが

あるということもあります。そういった状況にあ

りますので、今後、利用者が利用しやすいような

方向に持っていくべきだということで、19年度か

ら内部で協議を進めております。20年度できるか

どうかわかりませんけれども、例えば利用料につ

いても、１型、民間の施設ですと当然利用料が１

割取られるということもありますので、そういっ

たこととの整合性も図らなければならないという

ことも含めまして、利用者の状況に合わせた形で

この活動センターを３カ所のうちに、例えば１カ

所は、金額的なことで申し上げますと月10万円前

後まで就労報酬をいただけるというような方が中

におります。また、その２番手の方、常態的には

やや厳しいことがありますけれども、四、五万円

の方もおります。全く就労できない方もおります

ので、そういった方をどのように振り分けて施設

ごとに就労可能な状況に持っていくかということ

も今後考えていかなければならないということで、

当然需要と供給のバランスもとらなければならな

いということもありますので、施設ごとにそれを

やったのがいいのか、あるいは今までどおり１つ

の施設でいろんな状況の方、障害者の方が一緒に

なってやったのがいいのかということも議論した
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上で、よりよい活動センターの設置といいますか、

そういったものを20年度について勉強していきた

い、方向づけをしっかりした形でつけていきたい

ということで、19年度に比べますと内容的に充実

をさせていきたいというふうに考えております。 

  ２点目の保育園の関係の110番通報の関係です

けれども、20年度で公立保育園全園に設置できる

ということで、民設につきましては、現在、１カ

所だけ設置がされておりません。これについては、

民設であろうともやはり必要だろうということで、

設置の要請を行政としても図っていきたいという

ふうに思っております。 

  それから、生活保護の関係でケースワーカー有

資格者、現在、ケースワーカー８名、担当がおり

ます。有資格者として県の講習会とかを受けた方

が中におりますけれども、全員が有資格者という

形でとらえております。 

  なお、先ほどケアマネージャーとの関係、現場

ではいろんな問題が起きているんだということで

ありますけれども、状況をちょっと把握しており

ませんので、これについてはまた機会がありまし

たらお話を申し上げたいというふうに思います。 

  以上であります。 

○議長（植木弘行君） 12番、早乙女順子君。 

○１２番（早乙女順子君） では、産廃対策の部分

のところですけれども、総量規制ということで言

っているときに、具体的に今１㎏規制があるけれ

ども、実際に１㎏規制自体は効果的に機能してい

ないというのはなぜかというと、もう既に終わっ

ちゃったところには該当しないということなので、

あれを終わっちゃったところまでも含めて１㎏に

規制をしてくれたら、必然的にできなくなるとこ

ろが多いという。そういう単純なことは可能であ

るのかどうかということは、その総量規制の中で

どこかに打診してみたりとかということ自体は実

際はあるんですか。 

  それとあと、先ほどの安定型の処分場のことで、

結構裁判で勝てているということで、そこら辺も

きっと頭に入れて必要な調査を、水の安全と人体

に対する安全を保障するとか、そういうような部

分、昔は何か漠然としていて取り上げてもらえな

かったんですけれども、結構最近そういうような

もので裁判が勝てるようになってきているので、

先週、日弁連でヒアリングに来ていますよね。そ

ういう中で実際には何を聞かれたかという部分の

ところがあると、少しは想像がつくんではないか

なと思うんですけれども、その辺で、ただ日弁連

のヒアリングを受けるということじゃなくて、そ

ういうヒアリングを受けた中から何か調査してお

かなきゃならないとかということが見出していけ

るのかどうかということも含めて聞かせていただ

けませんか。私、ヒアリングを直接受けたんじゃ

ないので、どんなヒアリングを受けたのかわから

ないので。 

  それと次に、福祉の方では民間の設置状況は１

カ所だけまだということで、それはもしかしたら

早急に補正でも組めばできるのかどうかわからな

いんですけれども、その辺のところの今後の見通

しがあれば聞かせていただきたいというふうに思

います。 

  それとあと、先ほど障害者の自立支援法に関し

て利用規制が結構あったということで、それはな

ぜかというと利用者負担が結構大きかったからと

いうことで、2008年度の予算では収入が年80万円

以下の人ですけれども、利用料が3,750円から

1,500円に、6,150円から3,000円に下げられると

いうことで、負担の引き下げ措置というのは2009

年度まで恒久化されるというふうには聞いている

んですけれども、この辺が国が変更したというこ

とで、現場の方ではよい意味での影響というのは
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実際にあるというふうに見ているのかどうかと、

あと、事業者の報酬が月払いから日払いになった

ということで、施設の運営が大変になったという

ことで、法施行前の９割まで収入を保障する政策

がとられているということを聞いたので、施設の

運営が一遍に大変になったものが回復するという

ふうに単純にとらえちゃっていいものかどうか、

その辺を聞かせてください。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま

す。 

  ３点ありましたので、順次お答えをさせていた

だきますが、まず、要望の中で総量規制という話

ですが、確かに県のほうでは、旧黒磯時代にイメ

ージとしては総量規制という、単語は違かったか

もしれませんけれども、これ以上乱立させないで

くれということで申し入れをした結果として１㎏

規制という制度を県でつくったという経過がある

と思います。ただ、１㎏規制は要綱でございまし

て、法律の本体とは違いますから、要綱に従わず、

国の法律に従って許可申請等の作業を進められた

場合は、行政指導という要綱ですから規制が難し

いということで、我々はこれに安穏としていては、

今、現役でやっているところは１㎏は要綱上は許

可にならないけれども、そうじゃない、いきなり

許可申請だと申請ができてしまうということが現

状としてありますので、法律にそういう意味合い、

１㎏規制はしてくれという単語はもちろん言って

ませんけれども、乱立するようなやり方はやめて

ほしいというふうにお願いをしています。 

  県に対しましては、とりあえず法律をつくるの

は国ですから、では、県は１㎏規制というのは現

役のやつから今度つくろうとするまでの１㎏です

から、昔からあるやつからはかり出すわけじゃな

いので、それが一たんやめてしまえば、なかった

ものとしてまた計算すると、もそもそすると隣に

もできてしまうという論理になりますので、廃止

したものも１㎏規制に入れてやってもらいたいと

いう話はお願いをしております。ただ、それは先

ほど言いましたように法律上担保されていないの

で、要綱だわいということで、それもこの間の国

への要望の中で、皆さんのほうにも資料をお配り

していますが、そういう意味合いの話をさせてい

ただいております。 

  それから、安定型の処分場の問題で裁判で勝つ

例があることについては、地裁のレベルから、今

はもう高裁で勝ったという話になっていますが、

私も昨年から何回もお話しさせていただいている

つもりなんですが、確かに産廃施設のすぐ近所の

使っている井戸水とか上水道でも取水口があるよ

うなところには、かなり影響があるかもしれない。

これをないとは言い切れないということで差しと

めが認められるという判例が出ておりますので、

この辺については、産廃の関係の法律で規制をし

ていくというよりは、議員のご指摘のように憲法

上の人格権という、人間が生存していく最小限必

要なものの権利という観点で闘っているというふ

うな理解をしておりまして、その辺も視野に入れ

ながら調査研究には大学も含めてしていただいて

いるということでございます。 

  それから、３点目になりますが、ヒアリングの

件につきましては、栃木県の日弁連の栃木県支部

というふうになります。正式名は間違っていたら

お許し願いたいんですが、要するに栃木県の中の

組織に対して青木の委員会が人権救済という形で

この産廃問題を訴えたわけでございまして、それ

が是か非かという立場に立って、一種中立的な立

場に立って現状調査を市役所のほうにもしてきた。

県のほうに先に当然行ったわけですが、市のほう

にも聞きたいということでいらっしゃいました。
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それについては私も直接対応いたしましたけれど

も、その内容につきましては、今度できる青木の

産廃施設の周辺の水環境関係が中心になっていま

す。ですから、疏水から黒磯、旧西那須野の上水

道はどこから取水しているんでしょうか、どのぐ

らいの人数の方が使っているんでしょうか、そう

いう水の影響があるんだろうか、それから、井戸

水というか、地下水をこの近くで揚げているのは

どのぐらいあるんでしょうかというような照会を

中心に、その資料を手元に持ってきておりません

ので全部申し上げることはできませんけれども、

本当にこの辺にたくさんあるんだというものも知

りたいということで、青木からも聞いているでし

ょうけれども、中立的に我々からも聞きたいとい

うことで、そういう話を図面等に基づきまして説

明をさせていただきました。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（渡部義美君） 110番の関係で、

民設１カ所、まだ設置していないということで、

なるべく早い時期に設置がされるように要望して

いきたいというふうに思っております。時期につ

いては、民間のことでもありますので、できる限

りということで要請をしたいということです。 

  それから、障害者自立支援法の関係で利用規制

の関係がちょっとありましたけれども、特に現場

から大きなといいますか、特に戸惑い等は私のほ

うでもとらえていないというのが事実であります。 

  それから、月払いが日払いになったということ

で事業者の負担増が出てくれば、これも利用者の

サービス低下につながるだろうということも当然

考えられるわけですけれども、これについては、

その事業について交付金の特別対策事業が昨年度

から実施をしております。これに基づいて当然事

業費の補てんもされておりますので、そういうこ

とで事業者が負担増になるということは、利用者

の不利益といいますか、サービス低下にもつなが

りますので、それはある程度は解消されたのかな

というふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 12番、早乙女順子君。 

○１２番（早乙女順子君） １点だけ、私の聞き方

がきっと悪かったので、障害者自立支援法の国の

2008年度の対応のところで、実際に負担が多くな

ったんじゃなくて、自立支援法になったので負担

を一たん多くしてしまったので、それでは成り立

たなくなったので軽減してきたりとか、施設に対

しても月払いから日払いになったので収入が減っ

た、減ったら運営が成り立たなくなって、要する

にデイサービスだったら、定員が10名のところ、

10名ずつ来てくれなくても、今までは10名分入っ

てたものが、８名しか来なかったら８名、７名し

か来なかったら７名、５名しか来なかったら５名

というふうに、介護保険のデイサービスなんかと

同じようにしてしまったんだけれども、障害者の

場合は、それでは１割負担という部分があって逆

に本人たちも利用控えをしてしまったけれども、

その分、施設のほうでも施設が成り立たなくなっ

たということで、９割方の収入を保障するという

ふうになってくるということで、この対策で実際

に施設のほうの運営というのは十分だったのかな

ということがちょっと聞きたくて言っただけです。 

  それともう１つ、利用者１割負担という介護保

険と一緒にしようというものが、これで障害者の

ほうは介護保険と一緒にするということは破綻し

たんだなというふうに私は理解しちゃっているん

ですけれども、その辺の部分のところで国は何か

言ってきているものというのはあるんでしょうか。

介護保険との絡みで。 

○議長（植木弘行君） 市民福祉部長。 
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○市民福祉部長（渡部義美君） 国の新しい考え方

といいますか、それについては現段階ではつかん

でおりません。今申し上げましたように激変緩和

策を講じているというのが事実ありまして、法の

応益の関係を介護保険と同じように考えるのかど

うかというのは、今後、国においてもその辺がこ

の障害者自立支援法を推進していく上で多分問題

になってくるのかなというふうに我々現場として

も考えております。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） ここで10分間休憩いたしま

す。 

 

休憩 午前１０時５９分 

 

再開 午前１１時０９分 

 

○議長（植木弘行君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  ７番、磯飛清君。 

○７番（磯飛 清君） 教育部関連のみ３件ほど質

疑させていただきます。 

  執行計画書125ページから126ページにかかりま

すが、10款教育費、５項２目の125ページの一番

下から126ページの中の自治公民館補助金につい

てですが、まず、126ページのほうに多く見られ

ますが、下永田自治公民館の新築工事は別として、

金額で上限、かなり差があるわけですが、まず、

補助金の規定をお聞かせください。 

  次、127ページ、10款５項３目文化振興費の中

で一番最後、下の方に金乗院奥の院修復補助金

500万円とありますが、修復の内容と総工費をお

聞かせください。 

  次、134ページ10款６項２目体育施設費の中の

体育施設管理運営事業の中での賃借料、東小屋運

動場敷地借地料、約400万円ほど計上されており

ますが、私の勉強不足か、場所すらわからないん

ですけれども、それの利用状況をお聞かせくださ

い。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） お答えいたします。 

  まず、127ページの市の指定の文化財の関係で

ありますけれども、金乗院の奥の院修復というこ

とであります。これは補助金の要綱で500万円が

限度額になっております。それで相手方といいま

すか、金乗院の事業の内容につきましては、聞き

及びますところでは約1,800万円ぐらいの改修を

したいと、こういう話であります。中身について

は、屋根あるいははり等々がかなり傷んでいると

いうことで、そちらを改修したいと、こういうも

のであります。 

  それと134ページの東小屋運動場の敷地の関係

でありますけれども、これは場所的には国道４号

線、東那須野駅の通りがあると思いますけれども、

それから黒磯寄りに約１㎞ぐらい来たところの、

西那須野から向かってきますと右手になります。

運動の内容については、その地区、いわゆる東那

須野公民館の地区的な運動場ということで、運動

会あるいはゲートボール、ソフトボール等々で利

用率がかなり上がっておりますので、今までスポ

ーツ振興課で管理をしておったんですけれども、

地区の事業にほとんど使っているということであ

りますので、今年度から東那須野公民館に管理を

移すと、こういうことで考えております。 

  125ページと126ページの修繕の補助金の関係で

ありますけれども、これは事業費の40％を補助し

ているというものであります。そのほかにバリア

フリー、今ございますので、手すり等々について

は限度額として35万円の支給をしていると、こう
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いうものであります。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） ７番、磯飛清君。 

○７番（磯飛 清君） まず、126ページの公民館

の修繕補助なんですが、40％補助、バリアフリー

に関しては35万円ということなんですが、これの

金額の内容を詳細見ますと、鴫内の公民館178万

3,000円、あるいは二つ室のトイレ修繕事業184万

円とかなり金額が高いもの、あるいは東赤田の公

民館畳張りかえ６万5,000円と低いものがありま

すが、補助の内容は今の答弁でわかったんですが、

上限は幾らになっているかお聞かせください。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） 申しわけございません。

上限確かにあると思いますけれども、手持ちあり

ませんので、後ほどお答えさせていただきます。 

○議長（植木弘行君） ３番、眞壁俊郎君。 

○３番（眞壁俊郎君） それでは、市政の運営方針

の方から２点ほどお聞きします。 

  まず、３ページなんですが、第２期のごみ処理

施設の整備に対しまして、周辺整備事業の関係で

ありますが、給水用の水管の施設、また、湯宮、

鴫内地区の配水管の施設事業の関係でございます

が、これに関してですが、時期的なもの、いつご

ろ終了するのかお聞きします。 

  もう１点が８ページ、小中学校の管理備品の事

業の関係であります。 

  まず１点が、教員のパソコンに関しまして、順

次配置をしていくということでありますが、どの

ぐらいの計画で、何年後に終了するか、その辺と、

あと学校間のネットワークの構築、これについて

詳しく説明をいただきたいと思います。 

  また、ＡＥＤの設置の関係でございますが、今

回、順次設置していくということでありますが、

これについても何年度ぐらいに終了させるのかお

聞きしたいと思います。 

  もう１点が議案資料の関係でありますが、議案

資料の24ページ、市民税の関係です。法人市民税

の関係でありますが、「景気回復による増を見込

んだもの」というような形になっておりますが、

この辺を理由をお聞かせください。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） 第２期の周辺整備

関係についてお答えをいたします。 

  その中の湯宮、鴫内の、個人宅の給水関係のご

質問だと思いますが、19年度、今始まっておりま

して、まだ設計とかそういうレベルだと思います

が、22年までの４カ年の予定で順調にいけば済む

と思います。それで、各地区におきましては、自

己負担について、それぞれ各戸からお金をもらう

作業で積み立てを今しているというような状況に

なっております。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） 市政方針の８ページの

教職員のパソコンでありますけれども、この事業

につきましては今年度から入るということであり

まして、今年度、小中合わせて150台を配置をす

るということであります。教職員、約720人ほど

おりますので、今後、計画としては５年間ぐらい

考えておりますけれども、これもあくまでも財政

問題と絡んできますので、計画としては一応５年

ぐらいに考えております。 

  それと、ネットワークの関係でありますけれど

も、これは19年度、今年度、企画情報課のほうで

イントラネットの整備をしたという形の中で、現

在、学校には教育用のパソコンも入っていますし、

今申し上げた教職員のパソコンも今後入ってくる。

こういう中で教育委員会用のサーバーを設置をし
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て、教育委員内の、学校等々を含めてネットワー

クをしていくと、こういう事業であります。 

  それとＡＥＤの話でありますけれども、こちら

は今年度、小学校は２校、大きいところ、稲村と

三島小を考えておりますけれども、中学校につい

ては全校10校入れる予定であります。今後、これ

については３年間で全校に配置をしたい、このよ

うに考えております。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） 私のほうからは、法人

市民税の関係についてお答え申し上げます。 

  法人市民税の現年分については、昨年と対比い

たしまして9,200万円ほど伸びております。収納

率につきましては、調定額に対して対前年と同様

に見ておりますけれども、このうち市内の大手タ

イヤ製造工場が海外事業収益が増加しているとい

うことで、その分の増加を見てございます。その

他の法人については、19年度の決算見込みによる

推計で若干減を見てございまして、相殺してトー

タルで現年については9,200万円ほどの増という

ことでございます。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） ３番、眞壁俊郎君。 

○３番（眞壁俊郎君） それでは、水道管の関係で

ありますが、配水管を４年間でやっていくという

ことで、住民のほうがこれに関してはある程度納

得しているということでしょうか。 

  もう１点が、教員のパソコンのほうですね。こ

れが５年間でやっていくという形なんですが、全

員に行き届くまでに５年だとかなり長いような気

がするんですが、もう一度その辺確認したいと思

います。 

  もう一つ、市民税の関係ですが、法人市民税、

ＢＳさんがふえるというような形かと思うんです

が、ほかのところは若干減というような形の中で、

実際に現状を見ますと、私は、大変厳しいのかな

というようなイメージがありますので、その辺も

う一度確認したいと思います。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま

す。 

  地区住民の方々は納得しているかというご質問

でございますが、この施工に当たりましては、そ

れぞれの地区で施工組合というのを総会を開いて

つくっていただきました。ですから、その施工組

合が総会の決まりによりまして各人から負担金を

いただいて施工するということで、その中身は基

本的には個人が引く部分はそれぞれ負担してもら

うんですが、距離差が各戸ばらばらになるという

ことで、それではまずいだろう、みんなで共同で

やるんだからということで均等割型で、要するに

戸数で全体を割ってというような形で進めている

ということで、皆さん同意をして進めているとこ

ろであります。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） ５年間が長いという話

でありますけれども、予算の関係がありまして、

これも１年、導入すればリースでありますけれど

も、小学校であれば800万円から900万円かかって

くると。ですから、次の年はその倍、倍とかかっ

ていくわけなんで、800万円で済むんじゃなくて、

最終的に何千万円のリース料がかかってくると、

こういう状況でありますので、そういうところも

勘案して逐次整備をしていきたいと、このように

考えております。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） 法人市民税についてお
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答えをいたします。 

  お話のありましたブリヂストンの関係ですけれ

ども、当社は市内の基幹企業ということもありま

して、業績の関係は課税サイドのほうにもある程

度情報をくれております。そういったことで諸般

の状況を考慮して課税の見込みを立てております

ので、こういうことでご理解をいただきたいと思

います。 

○議長（植木弘行君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） それでは、議案第10号

の一般会計予算について、議案資料の22ページの

ところなんですが、予算編成の基本的な考え方と

いうことで、歳出については扶助費など社会保障

費が伸びるだろうという。それから歳入について

は、市税とか地方交付税が横ばいか、あるいは下

回っていくだろうということで予算を立てたんだ

と思うんですけれども、その中で下がっていくと

か上がっていくという試算をしたものの、ことし

だけではなくて、今後３年ぐらいについてどのよ

うに見込んでこういうふうに予算を立てたかとい

うことを１つお伺いいたします。 

  それから、歳入の市税について、予算書の13ペ

ージを見ますと、現年課税分が幾らで、滞納繰り

越し分が幾らでというふうに書いてあります。今、

眞壁議員のところで法人について説明がありまし

たが、個人の市民税についても、どういうふうに

してこれを試算しているのか、そして実際の課税

に関してどのくらいの割合のものを現年度で納め

てもらえるということで試算しているのかお聞き

いたします。 

  それと、同じ13ページに固定資産税についても

記載があるんですが、滞納の繰り越し分が結構多

いというふうに見られるんですが、これについて

もどのように試算をしたのかお聞かせください。 

  それと、その関連で予算執行計画書の37ページ、

２款総務費の２項３目徴収費の中に市県民税・固

定資産税などの前納報奨金が１億3,700万円予算

づけられていますけれども、これは昨年も似たよ

うなものだったと思いますが、税金を払う人の額

でどのくらいの金額に対しての報奨金の額なのか。

これは個人市県民税、法人市県民税、固定資産税

について、それぞれどのくらいずつ見込んでいる

のかお聞かせいただきたいと思います。 

  それから、また22ページに戻るんですけれども、

枠配分方式について48億円を目まで広げたという

ふうに先ほど答弁がありましたが、これについて

「緊急度や実施塾度を考慮し、部みずからが優先

順位をつけ事業選択できるよう」というふうに書

いてあります。つまり、枠配分方式の中でサービ

スを受ける側として、この緊急度とか実施塾度と

いうのは、市民の声をどこかで聞いているのかに

ついてお尋ねいたします。 

  それから、自主財源の確保のことなんですけれ

ども、確保に努めるということで、ことし54％の

見込みで歳入になっていると思うんですが、市税

が見込めないというふうになると、自主財源とし

て使用料とか手数料のほうで考えるべきところが

あると思うんですが、その辺をことしはどういう

ふうに考えたかお尋ねいたします。 

  それから、物件費のことなんですけれども、物

件費の中で賃金が７億7,000万円ほど入っていま

す。人件費が73億円ということで、物件費の中で

賃金が１割ぐらいになっているんですが、この賃

金については臨時の職員などの賃金だと思います

が、これは全体として１年間で何人ぐらいの方を

雇うということの試算になっているかお尋ねいた

します。 

  次に、予算執行計画書の中の歳出に入りますが、

54ページの３款民生費の中に児童手当ということ

で、児童手当費と児童扶養手当費が９億5,000万
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円と４億円とあるんですが、これについてどのく

らいの方たちに支払う予定なのかお尋ねいたしま

す。 

  それから、56ページの３款民生費で、先ほどか

ら出ております生活保護費のことなんですが、こ

の10億円の内容、例えば医療費についてどのくら

いということがわかりましたら、お知らせいただ

きたいと思います。 

  それと、82ページ、７款商工費の中に消費生活

センターの管理運営費があります。その中に報酬

として680万4,000円、多分相談員さんへの報酬だ

と思うんですが、この消費生活センターの相談員

さんをどのような形で人数と雇い方というんでし

ょうか、その中身についてもう少し詳しくお聞か

せいただきたいと思います。 

  以上になります。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） お答えをいたします。 

  まず、歳入見込みの件ですけれども、昨日の会

派代表質問で吉成議員にもお答えしたように、中

期財政計画を立てまして、歳入歳出５年間の計画

を立てまして、それと実施計画のローリングをし

ながら実施計画に上げた事業費の予算化というよ

うなことを重点に予算編成を組み立てていますの

で、３年と申し上げましたけれども、基本となる

のは中期財政計画に基づいて予算を編成している

ところでございます。 

  その中で、市県民税あるいは固定資産税等の歳

入の積み立ての根拠ということでございます。現

年度で申し上げますと、個人の市民税等につきま

しては、調定額に対する収納率97％で見込んでご

ざいます。ここから税源移譲による住宅借入金等

の特別控除による減とか、あるいは老齢者非課税

措置廃止に伴う増等を見込んで対前年比5,100万

円ほどの減額となっているところでございます。

法人については、先ほどお答えしたとおりでござ

います。 

  次に、固定資産税の現年分でございますけれど

も、これにつきましても若干の収納率の伸びは見

ておりますけれども、土地の調定額に対しては宅

地化による若干の地目変更による増を見込んでご

ざいます。そのほか家屋につきましては、新築等

による新規課税による増を若干見込んでございま

すが、償却資産については資産原価による減少と

いうことで若干の減を見ているところでございま

す。 

  その次、３点目の枠配分の関係での市民の声は

どうであるかということでございます。昨日もお

答え申し上げましたが、今年度から枠配分をスタ

ートしたわけでございますけれども、19年度の枠

配分の特色は、政策的あるいは投資的経費の上限

を定めることによりまして事業費増の抑制にはな

りました。しかし、抑制に重点が置かれて、その

時期のしゅんな事業へのスピーディーなシフトが

難しいということで、そういった反省点を踏まえ

て、部の主体性を生かすような目までの配分をし

たわけでございます。それらの枠配分を目に広げ

たということで、活用例としては、例えば事業に

おける入札代等を削減してフォーラムを開催する

とか、あるいは事業費を削減して相談事業を拡充

するとか、そういった活用例がそれぞれの目の中

でできるか、こんなふうに考えております。 

  それから、前納報奨金の見込みでございますが、

前納報奨金につきましては、予算計上した額につ

いては前年度と全く同様でございます。現在まで

の見込みでございますけれども、当初予算の見込

み額相当が実績として見込んでございます。 

  また、この前納報奨金に関しては、コンビニ収

納を開始したわけですけれども、一括前納をする

納税者の方にコンビニ納税ではバーコードの関係、
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システムの関係で対応できないという点がござい

ます。これらをコンビニでも一括前納ができるよ

うなシステムづくりというのが今後の課題である

と、こんなふうに考えております。 

  それから、物件費の関係です。これにつきまし

ては７億円ということで、各款別に賃金を組んで

いますので、それを集計しなくちゃなりませんの

で、今現在、ちょっと数字的なものは出せません

ので、ご理解いただきたいと思います。 

  そのほか自主財源の確保については、中期財政

計画をもとに何としても自主財源の税収アップが

一番課題ですから、そういうことで収納率のアッ

プ、あるいはつけ加えることには、ただ単に収納

率を上げることだけじゃなくて、納めやすい環境

づくりにも配慮して努力していきたい、こんなふ

うに考えています。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） 私のほうからは、

予算執行計画書の82ページにあります消費生活セ

ンターの関係のご質問にお答えいたします。 

  ご質問の内容は非常勤職員の報酬関係だと思い

ますが、これにつきまして２つ形態がありまして、

月額、要するに月ずっと来ている方のパターンで

月額で決めて雇う方が２名、それから日額、これ

は月10日を目安に来ていただくということですが、

これについては３名、合計５名の臨時の職員で対

応していくということになります。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（渡部義美君） ３点ほど質疑があ

りましたので、順次お答えいたします。 

  児童手当ですけれども、人数としましては１万

2,398人、受給世帯で言いますと7,762世帯という

ことになります。 

  児童扶養手当ですけれども、1,080人というこ

とになります。 

  それから３点目、生活保護の関係ですけれども、

大きな項目としましては、医療の関係の扶助が

54％を占めます。それから生活関係が30％、住宅

が10.8％、大きなところではこんなところであり

ます。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） 説明はわかりました。 

  最後にもう１つ質問いたします。議案資料の同

じく22ページの真ん中当たりに、財源に余裕はな

いし、サービスは向上させなきゃいけないしとい

うことで「これまでの事業のあり方を見直し“あ

れもこれも”から“あれかこれか”への意識の変

革と」というふうに書いてありますが、今年度の

予算の中で一番あれかこれかということで、もし

切ったもの、つまり予算要求があったけれども、

大きく切ったものがあればお知らせいただきたい。 

  それから、あれかこれかといったときの、何を

どういうふうに、こちらかということでもし選ん

だものが具体的にありましたら、お聞かせいただ

きたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） お答え申し上げます。

あれもこれもからあれかこれかということで、予

算要求があってカットしたものはどれかというこ

とですけれども、予算要求はそれぞれの部署にお

いて、市民の声あるいは地域の声を聞いて予算要

求書で上げてきたものです。財源が豊富であれば、

すべて予算化したいのは本音でございます。しか

し、先ほど申し上げました中期財政計画あるいは

しっかりとした歳入見込みを立てて歳出予算を組

み立てていくわけですから、当然カットをしなく

ちゃならないものもございます。当初予算の内示
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をした後に、それでもやはり現課としての考え方、

そういうものはあるでしょうから、部長再協議と

いうことで、国で言う概算要求があるところは復

活要求というのがございますけれども、市町村で

はなかなか概算要求をやっていませんので、復活

要求という手法ではございませんけれども、議論

をして、この予算についてはぜひというような話

をして進めております。ということで、全く一時

的に一方的に予算要求を財政サイド全部カットし

て予算を組み立てたということではなく、それぞ

れの担当部署とは、十分ではないかもしれません

けれども、再協議して追加した項目もございます

ので、カットした予算あるいは事業について公表

はここでは避けさせていただきたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） お答えにくいとは思っ

たんですが、お尋ねいたしました。 

  これで最後になるんですが、今回の一般会計の

予算の中で細かいことはいろいろあると思うんで

すが、確か補助金については21年度からきちんと

した形で変えるというようなことだったのかもし

れないんですが、補助金の考え方について、今年

度、全体としてふえたものはあったのはわかるん

ですが、補助金として減らしたものがあれば、そ

して全体の補助金の額についてだけお尋ねいたし

ます。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） お答えいたします。 

  全員協議会時に配付した一般会計歳入歳出予算

の性質別分類表があると思いますけれども、主な

増減理由ということで、補助金についてはその他

の経費のうちの補助費等で上がってまいります。

ここでいきますと、負担金補助及び交付金につい

ては27億2,523万8,000円ということで、総論で申

し上げますとやはりごみ処理施設整備事業の負担

金関係で、大きな負担金補助及び交付金の中では

こういった項目で、性質的には対前年比で増加傾

向にあるということでございます。 

  ただ、個別に申し上げますと、例えば総務費の

中の給与、職員厚生事務推進費の中でいわゆる職

員厚生費として対前年度から260万円ほど減額し

ておりますし、項目的には細かい減額がなされて

いる補助金はございます。そういったことで総体

的には対前年比でまいりますと、20年度は1,400

万円ほど補助金の総額としてはふえておりますけ

れども、内容としては事業によって減額している

補助金もございます。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） すみません。先ほど磯

飛議員の答弁を保留しておりましたけれども、自

治公民館の限度額ということであります。これは

先ほど申し上げましたように、率は40％で、限度

額は400万円ということでございます。すみませ

んでした。 

○議長（植木弘行君） ６番、鈴木紀君。 

○６番（鈴木 紀君） とりあえず３点ほどお聞き

したいと思うんです。 

  執行計画書の中で21ページ、議会費の中で議会

活動費、下から10行目近くになるんでしょうか、

全国市議会議長会72万4,000円。これは昨年度が

71万何がしだったんですが、この変更になった理

由をお聞きしたいと思うんです。 

  次に２点目、同じく23ページ、総務費の中で２

款１項１目の中で黒磯地区防災対策推進費という

ことなんですが、これは西那須野も同じなんです

が、災害用備蓄食糧ということで、種類と人数と

何日分備蓄しているのかお聞きしたいと思います。 

  次に、70ページ、６款農林水産事業の中で１項

３目農業後継者育成事業という中で委託料、農業
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者海外研修派遣事業102万円ということですけれ

ども、研修として何名ぐらい、どこに行っている

のか、また、いつごろ行っているのかお聞きした

いと思います。 

  とりあえず３点ほどお聞きしたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） 黒磯地区防災対策推進

費のうちの災害用の備蓄品の関係ですけれども、

食糧につきましては、アルファ米と乾パンがござ

います。アルファ米が130食、乾パン類が同じく

130食でございます。あと、備蓄品が哺乳瓶、粉

ミルク、介護用のおむつと乳児用のおむつ、それ

から水枕が100体ほどです。そのほか災害時用の

土のう袋で、以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 農業後継者の海

外派遣でございますが、平成20年度は３名ほど、

派遣先といたしましてはオランダ、スイス、ドイ

ツ等のヨーロッパ関係を大体10月から11月にかけ

て毎年実施してございます。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 議会事務局長。 

○議会事務局長（千本木武則君） 全国市議会議長

会の負担金につきましては、人口規模により均等

割と人口割で示されてまいります。その示された

額に基づいて71万9,000円を積算いたしました。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） ６番、鈴木紀君。 

○６番（鈴木 紀君） 71万9,000円は昨年度で、

今年度は72万4,000円だと思うんですよ。 

○議長（植木弘行君） 議会事務局長。 

○議会事務局長（千本木武則君） では、後ほど調

査してお答えいたします。 

○議長（植木弘行君） ６番、鈴木紀君。 

○６番（鈴木 紀君） では、次に移ります。111

ページ、10款教育費の中で小学校活動支援事業の

中で学校活性化創造事業250万円ということで、

具体的に内容はどんな内容なのか教えていただき

たいと思います。 

  次に、112ページ、中学校教育推進費の中に報

酬、賃金というふうにあるんですが、これは確認

ということになりますが、平成20年度当初予算の

概要の47ページ、教育相談費、医学的相談専門医

の配置ということであるんですが、それに該当す

るのかどうかお尋ねをしたいと思います。 

  もう１点、先ほど山本はるひ議員の方から固定

資産税のことで出たんですが、市民税もそうなん

ですが、固定資産税のほうの収納率はいかがなの

かお聞きしたいと思います。 

  それと、市民税、固定資産税も同じなんですが、

収納ならなかった場合、確信犯的に払わないとい

った場合に、宇都宮じゃないんですが、強制執行

的なものをこれからやっていく予定があるのかど

うなのか、また、以前にもそういうのがあったの

かどうなのかお尋ねしたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） 111ページの学校活性

化創造事業ということでありますけれども、これ

は小学校に交付するものであります。目的は特色

ある学校づくりということで、主体的に学校で研

究をしたいという事業について、予算的には１校

当たり10万円を考えております。 

  それと、中学校のほうの賃金は、いわゆる市長

が公約しています35人超の学級について、ＴＴで

ありますけれども、市の臨時教師を配置している。

こういう事業のものの賃金でありまして、先ほど

おっしゃった専門的な相談員という話は別な事業

でありまして、相談事業のほうで、いわゆるサポ

ートセンターのほうで所管しておりますけれども、

そちらで今回新たにお医者さんに頼んで、障害が
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ある等々の方の相談を受ける、こういう事業であ

ります。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） 収納率の関係について

お答えをいたします。 

  本年１月末現在の市民税の個人の現年度分、市

県民税も固定資産税も納期が全部来てなかった関

係もありますので数字的には若干低いですけれど

も、現年度は１月末で75.27％、昨年より若干落

ちております。固定資産税の現年度については

79.92％ということで、これも前年度よりは若干

落ちている状況でございます。 

  滞納処分の関係ですけれども、主なものでござ

いますけれども、債権の差し押さえということで、

２月20日現在の数字ですけれども、預貯金とか自

動車税や所得税の還付金、あるいは生命保険等の

差し押さえを実施したものが788件ございます。

そのほか山林等の不動産の差し押さえが47件、そ

れから給与の差し押さえ等も６件ということで、

合計で841件の差し押さえをしております。前年

度に比較いたしますと約300件ほどふえておりま

す。こういった差し押さえを実施して、どれだけ

のお金が税金に充当されたか、いわゆるどれだけ

の換価されたかということですけれども、これも

約2,000万円を超える金額が税金のほうに充当さ

れております。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 議会事務局長。 

○議会事務局長（千本木武則君） 失礼いたしまし

た。先ほどの人口割、均等割71万9,000円に加え

まして、職員研修負担金5,000円を新たに加えて

72万4,000円となったものであります。 

○議長（植木弘行君） ６番、鈴木紀君。 

○６番（鈴木 紀君） ありがとうございました。 

  それでは、１点だけ確認したいと思うんです。

先ほどの学校活性化創造事業の中で特色ある主体

的あたりということで、例えばどんな事業をして

いくのかお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） 例えば地域と連携を組ん

だ強歩とか小中の交流とか、また、環境整備で地

域との連携を持った教育課程における特色ある内

容ということで、こちらのほうで審査いたします。 

○議長（植木弘行君） ８番、東泉富士夫君。 

○８番（東泉富士夫君） それでは、１点だけお伺

いをしたいと思います。 

  予算執行計画書31ページ、２款総務費の中で委

託料の中にファイリングシステム導入コンサルテ

ィングとありますが、この内容についてお伺いを

したいと思います。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） お答えをいたします。 

  ファイリングシステムにつきましては、文書管

理の効率化と情報開示、いわゆる情報公開に即応

するために、あるいは狭隘な事務所スペースを改

善するためにファイリングシステムを導入するも

のでございまして、今年度は塩原支所で導入をし

ております。西那須野支所については、合併前、

平成元年から既に導入済みでございまして、平成

20年度は本庁にシステムの導入に至るまでの研修

あるいは点検等のコンサルティング費用として見

込んだものでございます。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） それでは、議案資料40ペ

ージから42ページの創意・工夫事業、ここでは主

に、ソフト事業について、できるだけ経費をかけ

ない、職員みずからが知恵と力によって事業を実

施するとありまして、いわゆる那須塩原市版“ゼ
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ロ予算事業”で創意・工夫事業ですとはっきり言

っているんですけれども、ここにのっている事業

というのは総額幾らになりますか。 

  それと、中身に入りますけれども、総額聞いた

中で、次のページの42ページになりますけれども、

部局は産業観光ですね。一番上の夏秋どりいちご

の件であります。予算執行計画書では71ページの

６款農業水産費の中の１項２目農業振興費の601

事業であります。この中身ですね、どのようなも

のになってきたのか。今までこれは試験的に行わ

れたわけでありますけれども、その成果を踏まえ

て行っていると思うので、この中身を伺いたいと

思います。 

  また「とちひとみ」でありますけれども、これ

は登録商標としてはきちっと成しているものなの

かどうか、その辺についても伺いたいと思います。 

  それから、その２段目の下です。あぐりらいふ

推事業であります。これは70ページの６款１項３

目就農促進・後継者対策事業、401事業でありま

す。この中身についてもっと詳しく伺いたいと思

うのです。団塊の世代を新規就農者として位置づ

けてこの事業に取り組むわけでありますので、そ

の中身についてもう少し詳しくお伺いをしたいと

思います。 

  それと教育部門に入りますけれども、43ページ

の一番上に地産地消の件がありますので、これは

理解を深めるための事業ということでございます。

執行計画書の中ではこの事業が探した中で見つか

りませんので、これをどこに含めて、この事業と

して取り上げているのか。また、これは地産地消

でありますので、産業観光部門とリンク的なもの

でありますので、その辺のところはどう詰められ

て今回この事業に取り組んでいるのか。 

  以上３点についてお伺いをいたします。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） 創意・工夫事業につい

てお答えをいたします。 

  那須塩原市版“ゼロ予算事業”ということで創

意・工夫事業というふうに位置づけておりますけ

れども、本来、需用費等のわずかな経費で職員の

知恵を絞って実施する事業ということで、事業費

としては微々たるものでございますけれども、こ

の中には創意・工夫事業に位置づけて需用費のそ

れなりのものもございますが、集計した資料がご

ざいませんので、後ほどお答えをさせていただき

たいと思います。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） 議案資料の43ページの

地産地消につきましてお答え申し上げます。 

  確かに予算執行計画の中には事業として１項目

載ってございません。これは執行計画書の104ペ

ージをごらんいただきたいと思いますけれども、

１項３目学校給食費の中で中段の黒磯学校給食共

同調理場管理運営事業がございますけれども、こ

の中で賄材料費がございます。２億725万4,000円

です。この中に予算化されておりまして、その内

容につきましては２人掛ける235円を３回という

ことで1,410円の予算を使って執行しております。

また、次のページの西那須野共同調理場について

も、同じく賄材料に入っていますし、その一番下

の共同調理場につきましても賄材料費に入ってい

ると、こういうものであります。こういうことで

各生産者と児童生徒あるいは調理員が一緒になっ

て給食をして、いろんな意見交換あるいは生産者

の顔が見えると、こういう事業であります。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 「とちひとみ」

の関係でございますが、これにつきましては県の
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ほうで種苗法に基づく登録が済んでおります。 

  それから、補助の内容でございますが、これは

雨よけハウスというものをつくらないとどうして

も病気が多くなるということでございますので、

それらのハウスの設置費の２分の１を２棟ほど来

年度は考えておるものでございます。 

  それから、あぐりらいふ関係でございますが、

あぐり事業につきましては、団塊の世代の大量退

職に伴いまして就農ということで、それらに農業

についてもらおうということで、今までの市民農

園と違いまして、農産物を販売するというところ

まで視点を変えまして、それらの就農者を育てて

いくんだということで、20年度も３名ほど考えて

ございまして、管理機械棟と物置棟の２分１程度

の補助ということで考えてございます。ちなみに、

19年度も３人ほど希望者がございます。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） 先ほど答弁が１点漏れ

ていましたので、市の食育の関係とリンクといい

ますか、そういうことで現在、農務課のほうで市

の食育の基本計画を策定中であります。今年中に

できるということでありますけれども、その中に

は当然給食センターの職員あるいは学校教育課の

職員が入って、委員としての意見等々調整をして

おります。そういう中でのリンクはどうかという

話でありますけれども、この地産地消については、

今年度じゃなくて前からやっていますので、また

食育のほうとのリンクはありませんけれども、今

後については当然そういうことも考えていきたい

と思っております。 

○議長（植木弘行君） ここで昼食のため休憩いた

します。 

  午後１時、会議を再開いたします。 

 

休憩 午後 零時０４分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（植木弘行君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） それでは１点だけお伺い

します。 

  あぐりらいふの中で３名の希望者という話が出

てきましたので、それはどの地区にそういう希望

をなされているのか、そこだけお伺いして、また、

販売のほうまで指導なさるということなので、今

まで形態として販売というものはどういうところ

まで流れている部分で指導されているのかという

部分もあわせて伺いたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） あぐりらいふ関

係でございますが、１人は西那須野の方で、あと

は黒磯地区と。場所が埼玉地区に圃場があるもの

ですから、場所的に限られるということで、３名

の方はそのような状況でございます。 

  それから、販売ということですが、市民農園の

場合には、あくまでも自分で食べる物、それから

近所に配る物と、そういうものしか認められてな

かったわけですが、10ａ未満の方であって、なお

かつ法律の解釈を国のほうで若干変えてきたとい

うこともございまして、産直等での販売、それら

は農業者じゃなくても認められるという解釈にな

ったものですから、それらに沿って実施するとい

うものでございます。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） 執行計画書の77、78ペー

ジにあります林業振興費の中の元気な森づくり事
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業、これの中で委託料の里山100整備と通学路整

備、獣害対策整備等ということで出ていますが、

それの内容をお聞きしたいのと、その下にありま

す森林整備地域活動支援ということで、これもち

ょっとお聞きしたいです。 

  それから、その下にある鳥獣保護管理事業とい

うことで鳥獣保護ということでうたっているわけ

なんですけれども、ここではほとんどが有害鳥獣

捕獲駆除、サル保護管理パトロールということに

予算づけされているわけですけれども、鳥獣保護

という形では何らか含まれるのか。例えば調査な

り、そういう鳥獣保護に関するものが何かそこに

あるのかということ。 

  もう一つは、107ページの下のほうのスクール

バス運行費ということで、塩原地区二路線運転業

務ということで出ているわけですけれども、これ

の路線と、どういう車を使ってということと、行

きと帰りが１回ずつなのかということと、学童数

と、それから帰りなんかの場合は生徒の時間的な

ずれがあるらしくて、１回で乗ると非常に不便で

あるというふうな声が出ていると思うんですが、

それを聞いた上での予算であるかどうかというこ

と、それをお聞きしたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） ご質問にお答え

します。 

  元気な森づくり関係でございますが、里山の整

備関係は20年度３ha、間伐、除伐、刈り払い等を

実施するものでございます。 

  また、通学路整備でございますが、これは通学

路の沿線にあります未整備の里山林について、防

犯の意味からもやはり除伐、刈り払い等を行うも

のでございます。 

  それから、獣害対策でございますが、これにつ

いては５haほど、いわゆる獣害の受けている地域

と山との間にあります山林等が整備されていない

ために、それぞれの獣の潜む場所になっていると

いうこともありますので、それらの刈り払い等を

行うものでございます。 

  次に、森林整備の地域活動支援事業でございま

すが、これらは民有林の管理を行うものでござい

まして、それらの境界確認または作業道等の管理、

これらを行うものでございまして、20年度は

927haほど実施するものでございます。 

  次に、鳥獣保護でございますが、おっしゃると

おりほとんどが駆除関係でございます。唯一保護

としてやっているのは熊の奥山放獣ということで、

捕らえました子熊であるとか雌熊については奥山

に放獣してくるということで保護を行っておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） お答えいたします。 

  107ページの塩原地区のスクールバスの関係で

ありますけれども、これはＪＲのほうに委託をし

て、方面２つ、新湯方面あるいは上塩原方面とい

うことで委託をしておりますけれども、確かに帰

りの時間なんですが、２回送っております。小学

校の場合はそれで十分であるわけですけれども、

中学校の場合には部活の関係でどうしても遅くな

るという部分がありまして、そういう声は聞いて

おります。ただ、問題は、中学生１人か２人の話

になってきますので、これをもちろん１回ふやせ

ば経費がどんどんかかってくるということになり

ますので、なかなか難しい。実情はわかっており

ますけれども、その辺の予算との絡みがあります

ので検討させていただきたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） 林業振興のほうで元気な

森づくり事業というようなことなものですから、
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すごく夢のある予算かなと思ってたんですけれど

も、その説明を聞くところによると割と実質的な、

里山といっても間伐とか除伐だということだった

ので、あとは獣害対策ですか、そういうことでこ

れはわかりました。 

  そしてあとは、鳥獣保護のほうで、ほとんど保

護ということが入っていないんだということなん

ですけれども、鳥獣保護についてはどこか別なと

ころでやるという形になるんでしょうか。例えば

いろいろ調査とか監視とかそういうので、ここじ

ゃなくて別なところで入っているんでしょうか。 

  それから、スクールバスのほうはわかりました。

そういうことを踏まえてバスをたくさん出せばい

いという問題でないのも重々わかっておりますの

で、そういう声をわかった上でこういうプランを

立てているということで、よくわかりました。そ

れで、これは横林のほうは全然ないんですかね。

それをお聞きします。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 鳥獣保護関係で

ございますが、先ほどもお答えいたしましたよう

に、いわゆる農業、林業関係に被害を及ぼす鳥獣

害に対しての対策を講じているということで、全

体的に見ますと苦情がほとんどじゃないかという

ことでございますが、先ほど言いましたように少

ない動物、例えば熊、ツキノワグマ等は非常に少

なくなっているというものについては保護を行う

ということで、極力駆除は行わないようにして、

里に出てきた熊については捕らえたらば、先ほど

言いましたように子熊、雌熊については奥山に放

してくる。それから、サルについても駆除という

ことも１つの方法ですが、もう一つは、つかまえ

たサルに発信機をつけまして、サルの群れを監視

していくということで、人里に出てくる群れと奥

山にいるサルの群れというものを識別するような

形での監視行動も行っている、こういう状況でご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） スクールバスでお答え

いたします。 

  横林小もどうかという話ですけれども、横林小

はスクールバスございません。 

○議長（植木弘行君） ２番、岡部瑞穂君。 

○２番（岡部瑞穂君） 岡部でございます。 

  一般会計予算執行計画書が立派にできて、そし

て今、その質疑をさせていただいているわけでご

ざいますが、合併してからよい状況の中で予算を

執行できるということは幸せなことだと思います。

国も債務超過、県も債務超過、市もというような

中でやっていくわけなので、昨年から指定管理者

という中で施設が民間に委託されました。その中

を見ますと委託料という形でかなりの歳出が出て

おります。そこは民間の方々に委託をしたわけで

すので、その方たちの能力を引き出すような形を

持っていかないとまずいんじゃないかと、こうい

うふうに思いますので、人材ということに対して

かなりの費用がかかっております。どんな項目に

おいても35％以上、普通の民間以上の人件費がか

かっておりますので、その点をよくご理解をいた

だきながら、この執行計画書を上手に総務のほう

では研さんをしていただくということにお願いを

したいと思います。 

  そして、市長さんの市政運営方針という中に、

ことしは飛躍的に向けた年になると、こういうふ

うにございますので、飛躍的に…… 

○議長（植木弘行君） ２番、岡部瑞穂君に申し上

げます。質疑の内容を明確にしてください。何の

書類の何ページ…… 

○２番（岡部瑞穂君） 質疑の内容は、総務のほう
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に、その人件費比率が一般企業より高いわけです

から、人材の育成ということに尽力をしていただ

くということを１つ提案ばかりじゃなく、お願い

と、それから…… 

○議長（植木弘行君） 岡部瑞穂君に申し上げます。

意見は言えないことになっております。何の事業

についてわからないから内容をお聞かせいただき

たいとか、この事業はどうなっているかとか、そ

ういう質疑になりますので、その辺よろしくお願

いいたします。 

○２番（岡部瑞穂君） はい、わかりました。 

  それでは、今の質問は引かせていただいて、人

件費比率をできるだけ効果的にしていただくこと

を、35％が適当かどうか研さんしていただきたい

と思います。 

○議長（植木弘行君） 岡部瑞穂君に申し上げます。

質問の趣旨を明確に。例えば35％になっているの

か伺いますとかって、そういう形でないと。ある

いは何ページの人件費なのか、その辺も明らかに

していただけたらと思います。 

○２番（岡部瑞穂君） はい。それではもう一度、

私が35％以上になっていると言ったところを調べ

まして、後ほど改めて聞かせていただきます。 

○議長（植木弘行君） 16番、吉成伸一君。 

○１６番（吉成伸一君） それでは、予算執行計画

書でいきます。 

  １ページ、愛煙家の１人としてたばこ税につい

てちょっとお聞かせを願いたいと、まず１点思い

ます。19年、20年を比較しますと6,406万円ほど

のマイナス計上になっております。健康志向が高

まってますので、そういった要因を勘案してこの

ような予算組みをされたのかなという気もいたし

ますが、この積算根拠をお願いいたします。 

  それから、同じく３ページに関係するわけです

が、交付税に関係しますが、先ほども質疑が出て

おりましたけれども、今回、地方にということで

地方再生対策費、これ明確な数字、私は数字的に

３億300万円と把握しているんですが、それでよ

ろしいのか。それと、この積算根拠も人口に対す

る高齢化率、第１次産業についている率とか、耕

作地等林野関係の面積の比率であったり、幾つか

の要素があったと思うんです。その辺をもう少し

明確に聞かせていただければと思います。それら

の措置がされたことによってどれだけのというか、

ここは難しい部分だとは思うんですが、当然目的

を指定されているわけじゃありませんので難しい

部分はあるとは思うんですが、どのように活用、

今回の予算反映させたかという点をお願いいたし

ます。 

  それから３点目、最後になりますが、86ページ

の商工費になります。２項４目観光施設整備費で、

ビジターセンター隣接地の園路の測量費並びに工

事請負費ということで、それぞれ394万8,000円、

2,832万2,000円ということで今回予算計上されて

いるわけですが、これは以前に寄附を受けたとこ

ろかなと思うんですが、詳しい内容をお聞かせく

ださい。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 86ページの塩原

地区の観光施設でございますが、議員が今ご指摘

をいただきましたとおり、昨年寄附いただいたと

ころを遊歩道、東屋等の整備を20年度で行うもの

でございます。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） お答えをいたします。 

  まず、たばこ税の関係ですけれども、前年当初

と比較いたしますと6,400万円ほどの減額となっ

ております。減額の見積もり根拠ですけれども、

旧３級品以外、級別に分けておりますけれども、
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トータルいたしまして19年度の決算見込み額の

95％ということで見込みました。総体的に消費本

数の減少が主な要因でございます。 

  それから、２点目の地方再生費の関係ですけれ

ども、算出計算根拠はただいま議員がおっしゃっ

たとおりですけれども、これまで国の地方財政計

画で６年連続で減少していたんですね。今年度、

平成20年度予定される地方財政計画規模が、この

4,000億円が加わったことにより0.3％、ようやく

増加に転じたということで地方にとってはありが

たい話ですけれども、これをどのように充当して

いくか、事業に生かしていくかということは、ま

だ数字そのものも試算でございますので、これで

入ってくるかどうかわかりませんけれども、国は

先ほども早乙女議員の質問にお答えしたように、

地方と国の共生ということで小規模な自治体は特

に活性化のために使うということでございますけ

れども、特に合併市町村には手厚くあれをしたと

いうことですので、そういったこともまちづくり

事業に活用するのが、ある面では基本的な面かな

と、そんなふうに考えております。まだ試算です

ので、具体的には明確には定まっておりません。 

○議長（植木弘行君） 16番、吉成伸一君。 

○１６番（吉成伸一君） たばこ税の点で１点です。

この３月から九州がトップを切って始まっている

んだと思うんですが、日本たばこ産業の問題です

ので、実際には自治体に費用が云々という問題で

はないんですが、自動販売機での購入が今度はカ

ードになると。20歳未満の未成年者の喫煙を防止

するという意味合いがあるんだと思うんですね。

そういったことによって当然減るであろうという

ことも多少なりとも試算の中には、関東地区は一

番最後だということですから７月ぐらいになるの

かなって気はしますので、その辺の部分は非常に

難しいのかもしれませんが、その辺は考えられた

のかどうかを再度お聞かせください。 

  それから、商工費の先ほどの寄附の件なんです

けれども、寄附をしていただいたので当然ある程

度の手入れはしなくちゃいけないということで今

回このような遊歩道、東屋ということなんだと思

うんですが、それによって、じゃ、そこを訪れる

方、利用される方がどのぐらいいるか、来るかと

いうようなことは多少なりとも議論をされたんで

しょうか。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） お答えいたします。 

  先ほどの私の答弁、ちょっと言葉が足りません

でした。消費本数の減少と申し上げました。これ

は通常の減に合わせて４月からスタートしたカー

ドによる自動販売機の本数も具体的に何本と表示

はしていませんけれども、これも減少の中に見込

んでございます。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） それを整備する

に当たってどの程度の利用を見込んだのかという

ことでございますが、具体的な数字的なものは計

算してございませんけれども、あそこの付近には

天皇の間があったり、つり橋があったりというこ

とで回遊式ということで、それぞれを回って歩く。

それからもう一つは、ビジターセンターを訪れる

方にあの周辺の自然を楽しんでいただくというこ

とも含めまして、寄附した方にもそのようにご説

明をいたしまして、ぜひそういう形で利用してく

ださいということで整備するものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（植木弘行君） ほかにないようですので、

市政運営方針及び議案第10号の２議案に対する質

疑を終了することで異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） 大変申しわけありませ

ん。先ほど答弁を保留しておりました３件につい

てお答えをいたします。 

  まず、平山啓子議員のご質問に対する首都圏駐

在の収税嘱託員の実績でございますけれども、今

年度４月から１月までの収税額ですけれども、

1,556万円ほどでございます。 

  次に、山本議員の質問でございました臨時職員

の数でございます。延べでございますけれども、

458人ということになりまして、参考までに賃金

の予算計上額が８億934万6,000円でございます。 

  それから、水戸議員の質問に保留しておりまし

た創意・工夫事業の事業費の関係ですけれども、

トータルで33の事業でございます。金額的にはト

ータルで4,220万9,000円でございます。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１１号～議案第２０号の

質疑 

○議長（植木弘行君） 次に、日程第２、議案第11

号から議案第20号までの10議案を議題といたしま

す。 

  以上に対し、質疑を許します。 

  12番、早乙女順子君。 

○１２番（早乙女順子君） 議案第15号の下水道事

業特別会計なんですけれども、今回、経営健全化

のための高利の公的資金の元金の一括償還が行わ

れるということで、財政健全化計画を見せていた

だいているんですけれども、そのところで他会計

からの繰り入れを減らすということで、20年度の

計画のところでは１億6,400万円が減らされてい

る計画になっているんですけれども、今までこの

分というのはどういう部分を、どういう理由のと

ころで減らすことになっているのか。今回の下水

道会計と健全化計画のところで、具体的にこの金

額の説明をしてもらえますか。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 今の１億6,400万円の

お話でございますけれども、財政健全化計画の中

に、私、聞き違いかなと思って、１億6,500万円

のところでしょうか。職員給与費の適正化とかそ

ういう部分でしょうか。 

○１２番（早乙女順子君） 健全化計画の他会計か

らの繰り入れを具体的に何と何で減らすかという

のを聞かせて…… 

○建設部長（向井 明君） それでは、財政改善効

果が示されていくという項目じゃないかなと思い

ますので、これにつきましては１億6,500万円、

職員給与費の適正化という部分で、職員数を減ら

すことによりまして、そういった計画をしている

ということでございます。 

○議長（植木弘行君） 12番、早乙女順子君。 

○１２番（早乙女順子君） そうすると、この健全

化計画のところで減った金額は、ほとんど人件費

を減らしたことで出てきた数字だという理解でよ

ろしいんでしょうか。 

  それと、そのうちの基準外繰り出しですけれど

も、基準外のはやはり人件費の差額的なものとい

うふうに考えればいいんですか。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 今の財政健全化の中で

は、全体といたしまして改善効果といたしまして

は５億8,000万円ほど見ているわけでございます

けれども、その中には有収水量の増加とか、収納
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適正化、収納率の向上、それから先ほどおっしゃ

いました職員給与費、それから維持管理費の適正

化ということで５年のうちに、平成19年から23年

のうちに改善額を行うということで財政健全化計

画にはのせてございます。 

○議長（植木弘行君） 12番、早乙女順子君。 

○１２番（早乙女順子君） この計画によると、う

ち赤字補てん的なものという理由で入れられてい

るというのは、この計画では認められているとい

うのの理由を説明していただけますか。他会計か

らの繰り入れで赤字補てんが認められる理由とい

うのは、どういうものだったら赤字補てんが認め

られるのか。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） これにつきましては汚

水関係の事業費ですね。それについては事業外と

いうことで。それから、雨水事業は基準内という

ことで、そのような内容で実施しております。 

○議長（植木弘行君） ほかにございませんか。 

  11番、木下幸英君。 

○１１番（木下幸英君） 予算執行計画書の２款の

下水道建設費の１項１目の中で特定環境保全公共

下水道建設事業という111事業なんですが、具体

的にこれはどこの地域を指しているのか、お伺い

いたします。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 特定環境公共下水道の

地区でございますが、黒磯地区におきましては高

林地区でございます。あと、西那須野地区におき

ましては二つ室、石林地区を事業を予定しており

ます。 

○議長（植木弘行君） ほかにございませんか。 

  ５番、髙久好一君。 

○５番（髙久好一君） 予算資料の44ページ、20年

度那須塩原市国民健康保険特別会計予算の説明の

中で「収納率の向上に努めてまいります」という

のがあるんですが、その収納率をどのくらいに定

めてあるのか。 

  あとは、後期高齢者とか老人保健がなくなる。

そういうのでかなり大きな額の動きが出ています。

そういう中で後期高齢者が４月から行われますけ

れども、ここで一番気を配った点をお聞かせ願い

たいと思います。 

○議長（植木弘行君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（渡部義美君） ただいまの質疑に

お答えいたします。 

  国民健康保険特別会計の国保税の関係ですけれ

ども、収納率、現年度分85.5％ということに見込

んでおります。 

  一番どういったものにということですけれども、

まずは新しく滞納する方ができないように現年度

分を重点ということではありませんけれども、新

しい滞納者をつくらないというのが１つの施策な

のかなというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（植木弘行君） ほかにないようですの

で……。 

  21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） 国民健康保険税のとこ

ろで、予算執行計画書の146ページの、今回新し

く始まる特定健診、健康診査の事業費の中で委託

料が8,000万円ほど入っているんですが、これに

ついては今行っている市内の健診も含めて中身に

ついて、どこに委託をして、今やっているものの

ほかにどこかに特別に委託するのかどうか。 

  それから、国保の場合、今、補助を出して人間

ドックを受けることができると思うんですが、そ

れとの関係について説明をお願いします。 
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○議長（植木弘行君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（渡部義美君） ２点ほど質疑があ

りましたので、お答えいたします。 

  健診の委託先ですけれども、現在、保健衛生の

ほうでやっております集団健診プラス医療機関へ

の委託といいますか、どちらかというと医療機関

への委託を今後ふやしていきたいというふうな形

で今回この金額を計上しております。 

  なお、人間ドックとの関係ですけれども、この

健診関係は国保の人間ドックを受けた方でも健診

のほう、項目等がいろいろ重複している部分はあ

るんですけれども、健診のほうも受けられないと

いうことではありませんので、多分に重複する方

はおると思いますけれども、人間ドック、考え方

を若干変えていただいてもいいのかなというふう

に思います。人間ドックを受ける方も、なおかつ

特定健診を受ける方もその中には出てくると。ど

ちらがどうなるかわかりませんけれども、そうい

うことになるというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） ほかにないようですので、

議案第11号から議案第20号までの10議案に対する

質疑を終了することで異議ございませんか 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（植木弘行君） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２１号及び議案第２２号

の質疑 

○議長（植木弘行君） 次に、日程第３、議案第21

号から議案第22号までの２議案を議題といたしま

す。 

  以上に対し、質疑を許します。 

  12番、早乙女順子君。 

○１２番（早乙女順子君） 執行計画書の187ペー

ジの４款繰入金の２項１目一般会計からの繰り入

れのところで、板室本村と西塩簡易水道に対して

一般会計から繰り入れがあると思うんですけれど

も、健全化計画を立てたときに、今まででしたら

簡易水道へ一般会計から入れるというときには、

すべて基準内とか基準外とかというものでなくて

入れられてたと思うんですけれども、この計画の

中では法適用企業としては簡易水道は法適用企業

ではなかった取り扱いになってたんだと思うんで

すけれども、今回のように健全化計画を立てて一

本化したときには、こういう金額というのはどう

いう取り扱いになるのか説明を。今までのような

繰り出しになるものなのか、説明をいただきたい

と思います。 

  それと、22号の水道会計で、予算概要の27ペー

ジに出てくるんですけれども、黒磯ではＰＲ用ペ

ットボトルをつくるということをやっていて、今

回新たな事業として塩原水道のほうでもＰＲ用の

ペットボトルをつくるという予算が入っているか

と思うんですけれども、小さいペットボトルを有

料で販売するとまた新たな事業として起こさなき

ゃならないんで無料で配るんだと思うんですけれ

ども、そのペットボトルというものを水道水のＰ

Ｒに使うときに、ごみ問題としてペットボトルの

処理というのはとてもコストが高くつくというふ

うに、いつもごみのほうでは言われていながら、

なぜ─これは県水でペットボトルをつくって県

内にはやらせちゃったということが最大の原因で、

いろんな市町村があっちでもこっちでもつくっち

ゃっているんですけれども、ごみ問題の観点から、

こういうペットボトルをつくるという観点から、

内部で検討して導入したものなのかどうかという

点、聞かせてください。 
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  それと、議案資料の60ページを見ていただきま

すと、59ページにも北那須水道受水費という項目

があるんですけれども、60ページの原水及び浄水

費のところを平成19年度と20年度の差をすると、

ちょっと小さな数字しかないんですけれども、県

水の値下げ分というものを見込んで立てた予算な

のか、それとも県水の見込みはここの中には入れ

ないで立てた予算なのか、聞かせてください。 

○議長（植木弘行君） 水道部長。 

○水道部長（君島良一君） まず最初に、板室本村

と西塩水道の繰入金の問題でございますが、今回、

この繰入金を見ておりますのは基準内繰り入れで

ございまして、地方債の償還、利子及び元金の２

分の１は基準内繰り入れで見ることになっており

ます。健全化計画とは直接連携しているものでは

ございません。 

  それから、ペットボトルにつきましては、創

意・工夫のほうでも書いてありますとおり、水道

水への関心を喚起し、水道水の安全性やおいしさ

を実感してもらうためつくるというふうなことで

ＰＲ用として昨年度もつくったわけでございます。

大変好評をいただきましたので、さらに現在抱え

ております水道のいろんな問題をいろんな面から

見て意識してもらうためにも今後とも必要という

ふうなことで考えております。ごみ問題としての

問題も、確かにそういう考え方もあろうかと思い

ますが、当然そういうふうな問題もありますが、

それ以上に今回の水道に関しての意識の向上を図

ってもらうというのが非常に重要な時期に来てい

るというような観点から、今回、２万本に追加し

たわけでございます。 

  それから、北那須料金につきましては、お話の

とおり、県のほうで現在県議会のほうに上程され

ているわけでございますが、今回提案しておりま

す予算書の中では見ておりません。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 12番、早乙女順子君。 

○１２番（早乙女順子君） ペットボトルの観点で、

私たち、ごみ問題をやっている者とすると、小さ

なペットボトルを大量につくって使ってしまうと

いうところが、やっぱりごみ問題の中でＰＲとし

ても、本当に水道水をそのままでもおいしい地域

だというのを、ペットボトルに詰めなきゃならな

いという部分のところでは、要するに内部だけで

そういうごみ問題の観点からは何ら検討は加えな

かったという理解でよろしいんですね。それは確

認なんですけれども、水道内部だけでそういうも

のを導入したという認識でよろしいですね。 

  それともう一つ、県水の影響額は全然入れてな

いということで、先日、大田原のほうの黒羽地区

の料金を下げる原資とするということで、五千何

百万円ぐらい県水の値下げ額があるということで、

それを予定して大田原は黒羽地区の料金を一たん

値下げをするという、財源に使うんだというよう

なことだったみたいなんですけれども、黒磯は大

田原、西那須野、塩原、黒磯ということで北那須

から買ってましたので、ということは大田原が

5,000万円ぐらいの値下げがあるということは、

黒磯としては六、七千万円余が今後入ってくると

いうようなことで、金額がもしきちっとわかれば。

大田原の新聞記事を読んだだけなので、金額的な

ものがわかったら教えてください。 

○議長（植木弘行君） 水道部長。 

○水道部長（君島良一君） まず、ペットボトルで

ございまして、環境部門との相談ということでご

ざいますが、当然そういうお話はしてございます。

また、部長会議の中でもお話ししておりますので、

そういう面ではお互いそういうふうな理解の中で

やっているわけでございます。 

  それから、北那須の料金の問題につきましては、
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大田原市は大田原市の考えでそういうふうなこと

で予算組んだかと思いますけれども、那須塩原市

としてはまだ県議会通っておりませんので。当然

それが下がらなくても、現在、予算としては作成

できたというふうなこともあります。それで、下

がるおおむねの金額でございますが、今回、料金

の引き下げ部分につきましては、いわゆる基本料

金部分が若干下がりました。今までが１㎥当たり

１月1,213円30銭のところを907円48銭になったわ

けでございます。それによりまして那須塩原市全

体で7,560万円程度の減額になる予定でございま

す。当然これは決算の中では出てくると思います

ので、よろしくお願いします。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） 今、水道部長がお

答えしたとおりなんですが、補強させていただき

たいと思います。 

  議員もよくご存じのとおり、那須塩原市におき

ましては環境マネージメントということで全庁挙

げてやっております。各種事業、ですから、水道

ばかりじゃなくて、いろんな建設事業も含めて、

そういう視点で物を発注し、事務事業を進めてい

く。それについては評価をすることになっており

ますので、そういう中でもそういう新しい事業を

起こすときにはチェックをしてやっていただいて

いると、そのように認識しておりますし、検証も

年度締めの段階ではやっていくというような形に

なっていこうかと思います。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） ７番、磯飛清君。 

○７番（磯飛 清君） 先ほどの早乙女議員と質問

内容がリンクして、私が質疑しようとしたものは

ほぼ答弁が出てきましたが、県水に関しまして１

点だけ。本市として県のほうに県水の受水単価の

値下げの要望をしたか、した場合はどのような内

容でしたか、お聞かせください。 

○議長（植木弘行君） 水道部長。 

○水道部長（君島良一君） 今回の北那須用水の受

水料金の値下げにつきましては、19年８月９日、

市長を初めといたしまして大田原市長も同席いた

しまして、あのときは副知事もいたような気がす

るんですが、県知事のほうに直接要望いたしたと

ころでございます。内容としては、本市において

は老朽管更新事業に相当費用がかかるので、何と

か県のほうの利益の範囲内でできるものであれば

値下げしてほしいと。直接関係ありませんが、大

田原のほうでは今回新聞に出たような内容で、ど

うしても合併をやるためにはそれを引き下げして

ほしいというふうなことで、今回、とりあえず暫

定的に20年度は先ほど申し上げた数値の値下げが

ございました。現在、契約締結しております協定

書が20年度で切れますので、新たに21年度からさ

らにそれよりも、多分これは私正直はっきり申し

上げられませんが、何らかの方法で下がる方向で

の協議をこれからしていく必要があるというふう

には考えております。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） ７番、磯飛清君。 

○７番（磯飛 清君） 今の要望内容をお聞きしま

したところ、老朽管の更新ということを主題に値

下げの要望をしたということでありますが、まだ

県議会のほうでも決まったわけではない。皮算用

的な話になってしまいますが、もし決定がされた

場合、本市としては、21年度からはその減額によ

って収益が上がった分は老朽管の交換の工事費用

に充当するというような解釈でよろしいんでしょ

うか。 

○議長（植木弘行君） 水道部長。 

○水道部長（君島良一君） 直接その金額が老朽管

更新事業につくかどうかということではなくて、
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会計の中でいわゆる値下げされるのが収益的収入

及び支出の中の支出、それが減るわけでございま

すので、当然収入から支出、支出が減れば、その

分だけ利益で出るというようなことになってまい

ります。その利益については当然今度は４条予算

の資本的収入支出のほうの補てん財源のほうに回

ってくることになりますので、その補てん財源が

なければ老朽管更新できませんので、その４条の

投資的な経費のほうにすべて利益の部分を充当し

て今後事業ができると。裏返せば、そういうふう

な財源がなければ、そういう投資的なものができ

ないというようなことでございまして、現在も老

朽管更新事業をふやしてやっておりますので、だ

んだんその利益の部分が若干少なくなってきてお

ります。ですから、この辺で今回値下げの分につ

きましては、今後、経営的に少し楽になるかなと

いうような考え方は持っております。 

  以上でございます。 

○７番（磯飛 清君） はい、了解です。 

○議長（植木弘行君） ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（植木弘行君） ほかにないようですので、

議案第21号から議案第22号までの２議案に対する

質疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言うあり〕 

○議長（植木弘行君） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２３号～議案第２７号の

質疑 

○議長（植木弘行君） 次に、日程第４、議案第23

号から議案第27号までの５議案を議題といたしま

す。 

  以上に対し、質疑を許します。 

  21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） 議案第26号、35ページ

になります。那須塩原市犯罪のない安全で安心な

まちづくり条例の制定について、36ページのほう

になるんですが、第９条と第10条についてお尋ね

いたします。 

  第９条で「市民、自治会その他の市民が組織す

る団体、事業者及び事業者が組織する団体が行う

犯罪防止のための自主的な活動」というふうに書

いてあるんですが、この団体のイメージというも

のについて、もう少しお伺いしたいと思います。

必要な支援というものは、例えばどんなものがあ

ると想定しているのか。 

  それから、第10条について、最後のほうに「必

要な情報の共有に努めなければならない」という

ふうにあるんですが、これは個人情報保護法との

関係もあると思うんですが、どんな情報を共有す

ることによって安全で安心なまちづくりができる

というふうに考えているのか、この点についてお

願いいたします。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） ３点ご質問があり

ましたが、順次お答えをさせていただきます。 

  第９条の団体等の関係でございますが、具体的

に防犯に直接携わっていただいているボランティ

ア的な団体、これもありますし、もちろん例示的

に出ています自治会もあります。それから学校等

の関係でつくっているいろんな組織の団体、それ

から一般の業界みたいな形で旅館業とか観光協会

とかそういうものも事業所のほうの団体等に入っ

てくるというふうなイメージで考えてございます。 

  それから、次の支援の内容なんですが、支援の

内容には二通りあるかと思いますが、ソフト的な

情報とか活動内容の向上を図るための研修を積む
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ような支援もあれば、防犯に絡むような、現在行

っておりますけれども、自主防犯団体への交付金

の執行、その辺が具体的にはあろうかと思います。 

  それから、情報の提供ですが、これは犯罪とか

犯罪が起きそうだというような具体的な情報の提

供も時によってはあろうかとは思いますが、基本

的な考え方といたしましては、各種団体が今ばら

ばらのレベルで活動しているきらいもあります。

そういうものを一括まとめて、それぞれの役割分

担を重複していいときもあると思いますが、重複

を避けたり、より向上させたりするための活動団

体の情報交換の場というようなイメージもありま

して、そういう意味の情報というふうに、やり方、

ノウハウの情報とやっている内容の情報、そうい

うものの交換をしてやっていただくというような

考え方でおりまして、協議会自体で時には防犯活

動のキャンペーンみたいなのはみんな各種団体か

ら代表に出てもらってやるという協議会の名前を

使ってやることはあろうと思いますが、協議会自

体で具体的な行動を起こしていくという意味合い

の協議会でありませんので、そういう情報交換等

を中心にやっていくというようなイメージになっ

てくると思います。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） わかりました。 

  そうしますと、この自治会その他市民が組織す

る団体というイメージは、特にこの条例ができた

からといって、市の中で新たに大きなまとめるよ

うな組織をつくろうというようなことは特に含ま

れていないというふうに考えてよろしいんですか。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま

す。 

  基本的に新たな団体を起こすというイメージじ

ゃなくて、協議会ということ自体が団体だろうと

言われれば団体になってしまいますが、今までの

ある団体を有機的に結びつけて、より防犯活動な

りそういう意識の向上に市民のほうへ働きかけや

すい仕組みづくりみたいな意味での協議会という

ことで考えておりますので、新たに防犯組織みた

いなものをつくろうという考えはございません。 

○議長（植木弘行君） 29番、齋藤寿一君。 

○２９番（齋藤寿一君） 同じく議案第26号の那須

塩原市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例の

制定について、今、山本議員からご質問があった

内容と重複するんですが、市民団体等における支

援の中の第９条について、今触れてない部分を質

問させていただきます。 

  市民が組織する団体、事業者及び事業者が組織

というのは、今答弁をいただいた部分で認識をし

ました。必要な支援についてなんですが、先ほど

支援金、組織を立ち上げるに当たって、今、執行

部というか、市のほうからは新たな組織をつくら

ないというようなご答弁があったんですが、市民、

団体のほうから新たな立ち上げをしたいというよ

うな申し出があった場合に関して、それを受ける

のか、あるいはそれに関してもしそういう団体を

受け入れることであれば、人数的な制限の縛りが

あるのかというのが１点。 

  あるいは支援金のほうで、先ほど答弁があった

ように、いろいろな団体に対しての防犯に関して

の備品というか、そういう部分に対しても支援す

るということなんですが、これに関しては限度額

というようなものが発生すると思うんですね。団

体によっては、大きな団体ですと防犯に対しての

ジャンパーをつくりたいとかいろいろあると思う

んですが、その辺の限度額的なものも考えている

のか、お伺いします。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 
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○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま

す。 

  団体の立ち上げは新たに考えていないと申し上

げましたけれども、自主防犯団体はもう既に制度

がありまして、自治会のくくりというようなイメ

ージで動いていただいているところに防犯グッズ、

簡易なものですけれども、いわゆる帽子とかステ

ッカーとかスタッフジャンパーに対して補助金を

現在交付をしています。それにつきましては本年

度も予算化したいと思っておりますので、その限

度の範囲の中で当面は新規で１団体１回というこ

とで交付させていただいています。金額について

は、記憶で大変申しわけないんですが、１団体５

万円を上限で交付をさせていただくということで、

これは新たにつくっていただくということでお願

いできればなというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 29番、齋藤寿一君。 

○２９番（齋藤寿一君） 限度額に関しましては、

多分部長のおっしゃる金額かなというふうに自分

の記憶があるんですが、１つお聞きしたいんです

が、この団体の中に自主防犯組織の自警団という

ものも含まれているのかどうかお聞きしたいんで

すが。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま

す。 

  この自主防犯団体の定義的な意味では余りぎち

っとうたっているわけでございませんので、自治

会の中で組織するものとか、ＰＴＡみたいな形で

組織するものとか、もしかすれば老人クラブが自

主防犯団体となって活動するとかって、そういう

ふうななるべく融通をして地域防犯に心がけてい

ただきたいと思っておりますので、今おっしゃら

れた自警団というのは当然該当すると思います。 

○議長（植木弘行君） 29番、齋藤寿一君。 

○２９番（齋藤寿一君） その自警団でありますけ

れども、この団体に関しては車、防犯巡回する車

等も団体等が自分でその車を購入しましてやって

いる部分があるんですね。あるいはジャンパー的

なものじゃなくて、きちっとした制服とか、多分

警棒もあったような気がするんですね。あるいは

車に青色灯をつけていることもあるんですね。そ

ういう観点からはこの限度額では若干足りないん

じゃないかという部分もありますので、その辺、

部長の見解で結構ですので、お聞かせ願いたいと

思います。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） 今のご質問、最初

に答えたときはちょっとぴっとこない部分もあっ

て答えが少しずれたかと思います。その団体につ

いては聞き及んでおりまして、若干ガードマン的

な服装といいますか、ちょっと遠くから見ると警

察のような制服関係を着て、車両もしっかりした

ものでやっているというものだと思います。イメ

ージとして、この自主防犯団体の補助金を考えた

のは、子どもの犯罪の問題等からの意味合いがか

なり濃くて、地域の一般の、要するに我々レベル

の者が時間の合間に登下校時に明快にしないと、

やっている人間さえ不審者と思われては困るとい

うことがあったものですから、そういう意味で補

助しようという発端でありますので、その自警団

が十分に活動できるまでのものは残念ながら想定

はしておりません。警察からも少し話を聞いてお

りますので、今後、警察のほうで支援するのか、

こちらで支援するのかは、その中で議論していく

必要があると思いますけれども、どういうふうに

役立って、どういうふうになるのかというのは、

もう少し勉強してからの見解にさせていただけれ

ば大変ありがたいと思いますが、十分意識して、
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当然市民のためにやっていただいているのはよく

わかっておりますので、どこまでお手伝いできる

かについては別途検討させていただくということ

でご了解いただきたいと思います。 

○２９番（齋藤寿一君） わかりました。 

○議長（植木弘行君） ここで10分間休憩いたしま

す。 

 

休憩 午後 ２時０５分 

 

再開 午後 ２時１５分 

 

○議長（植木弘行君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎発言の訂正 

○議長（植木弘行君） 水道部長。 

○水道部長（君島良一君） 先ほどの早乙女議員の

質疑の中で訂正がございますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

  20年度予算の中に北那須料金の値下げ分を見込

んだかどうかの質疑がありましたが、その中で今

回907円48銭になった基本料金部分につきまして、

この分は見込んでおらないわけでございますが、

県との値下げ協議の中で1,000円以下になるとい

うふうな話の中で993円25銭分、金額にしますと

約5,700万円程度になるわけでございますが、そ

の分は見込んでございます。ただ、使用料のほう

で増加する部分がございましたので、2,000万円

ほど増加しておりますので、差し引き約3,700万

円ほど減額の予算としております。 

  大変申しわけありませんでした。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

○議長（植木弘行君） ５番、髙久好一君。 

○５番（髙久好一君） 議案第26号、齋藤議員の話

の続きになります。この条例の話の中で自警団と

いうような話も出てきました。当然警察との連携

というような話が出てくるのかと思います。この

条例の上のほうに警察が入るとか、そういったこ

とがあるのでしょうか。あとは、市民に安心・安

全なまちづくり、自分たちで自分たちのまちを守

るというところで、普通の人は、一般的な人は、

市民は防犯意識というのは大抵持っています。そ

ういう中でより強い防犯意識を求める。こういう

中で市民の普通の生活と、こういうより強い防犯

意識を求める法的な問題で、弁護士からもこの条

例についてはいろんな話が出ています。弁護士か

らはかなり批判的な条例です。この辺をどう考え

ているかお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま

す。 

  基本的にこの条例は市がつくるものでございま

して、警察が上に立って指導どうのこうのという

のはありません。構成団体の１つには警察が入っ

てくるのは当たり前だと思いますけれども、これ

で指導をもらってどうのこうのというのはありま

せん。ただし、いろんな情報を、防犯的にはこう

いうふうにしたほうが、こうやってパトロールし

たほうがいいというようなノウハウの提供という

のは、特に一番詳しいのは警察だと思いますから、

講習会等でお話をしていただくとか、防犯の統計

等でこういうものがたくさんあるよ、こういうと

ころに注意すれば減ってきますよとかいうのは、

当然今までもやってきましたし、そういうものは

警察が絡んでくるというふうに考えておりまして、
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もう少しかたい強権的なものというような誤解を

されるんじゃなくて、私が言いましたように、こ

れは市が安心・安全という中の一部であります防

犯について、みんなで安全なまちづくりでいいと

ころに住んでいきましょうって、全体の条例が宣

言的な意味合いもありますよと。協議会もその実

施団体じゃなくて、情報を交換してみんなで頑張

っていきましょうというくくりの協議会をつくっ

ていくつもりだというふうに説明をしてきたつも

りでありますので、そういうことはないと私は思

っております。 

○議長（植木弘行君） ５番、髙久好一君。 

○５番（髙久好一君） 今のところをもうちょっと

深めたいと思いますが、法的にということで基本

は検討だというところで、憲法に関する問題、弁

護士等に関する問題、弁護士の批判的な意見が大

変多いという問題について余りなかったようなの

で、この辺お聞きしたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま

す。 

  これも既に説明をいたしておりますけれども、

我々の目指しているところは凶悪犯罪とかそうい

うものじゃなくて、身近な犯罪ということで空き

巣とか自転車泥棒とかそういうものが現在かなり

ふえつつあるんですね。そういうのは地域のみん

なで注意し合って、隣近所同士が注意し合ってい

る地域は空き巣が少ない。これは警察のほうの統

計等でも言われておりまして、隣の人が何してい

るかわからないというような状態では困りますか

ら、市民の方には防犯意識、この条例にあります

ように基本理念にのっとって地域の一員として一

般的な意味での防犯の心構えをしてほしいという

趣旨でございますので、これで責務は書いてあり

ますが、強制的な内容になっておりませんので、

その辺はよく条文のほうをチェックしていただけ

れば、ご心配になっているようなことまでは至ら

ないというふうに考えております。 

○議長（植木弘行君） ５番、髙久好一君。 

○５番（髙久好一君） つい最近、新聞でも真岡市

で防犯カメラの運用、宇都宮でも宇都宮駅の防犯

カメラのモニターをモザイクにすると。先ほども

出ましたけれども、個人情報とかそういった法律

を超える条例、また、運用というんですか、そう

いうのが心配なので宇都宮にしても真岡にしても

こういったことをしてきたと思うんですね。だか

ら、その辺についてはどのように考えていますで

しょうか。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） 今のことについて

は条例で規定しているものでもありませんし、違

う質問だということで、もちろん答えますが、こ

れは条例から読み出してこうこうこうだというお

話はちょっとできない分野だとは思います。那須

塩原市にも、市で設置して警察のほうで見ていた

だいている監視カメラは駅にあります。それも同

じ論理の中に入っていくのかなと思いますが、市

民が安心して暮らせるようにするにはどうすれば

いいのかなという中でああいうものを設置した今

までの経過がありまして、現実、抑止になってい

るわけです。ですから、駅でも今までちょっとよ

からぬような、たまっているような人たちも減っ

てきている。非常に安心して駅に行けるというお

声もいただいておりますし、一部には駐輪場で盗

まれるのも少なくなっているというのもあります

ので、総体的に評価をすれば市民の安らぎのある

生活が守られるための一つの方策として機能して

いるんじゃないかというふうに思っています。あ

くまでもこの条例でそういうものを一々判断する

ものではないことだけは申し添えておきたいと思
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います。 

○議長（植木弘行君） 12番、早乙女順子君。 

○１２番（早乙女順子君） この条例の恐ろしさと

いうか、危惧されることもちらっと出たような気

がするんですけれども、３条に基本理念がありま

すけれども、ここで防犯を防止し、市民生活の安

全を確保するために必要な基本理念を定めたんだ

と思いますけれども、このところの文章を読むと、

本当に宣言的な条例だとか身近な犯罪を防止する

んだというようなことを言っていた部分を、その

まま真に受けるとそうなのかもしれないんですけ

れども、３条の基本理念のところの最後の文章、

大体行政がつくる精神的な、宣言的な条例という

のは「一体となって推進されなければならない」

というふうにとても強い語尾になっていて、大体

こういうときには「一体となって推進に努めなけ

ればならない」という努力目標程度になっている

んですけれども、この辺のところの基本理念の

「一体となって推進されなければならない」とい

うところに、どれほどの強制力があるのかという

のがちょっと心配なんですけれども、行き過ぎを

防止する手だてというのが、この条例だけを見て

いるとないんですけれども、この３条の言い回し

と条例がひとり歩きを防止する条項がここにはな

いなというふうに思うんですけれども、その点の

ところを検討されたのか。あと、この条例、今、

私が疑問に思ったことに対してお答えください。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま

す。 

  同じく３条の中に出てきております「協働」と

いう単語があります。協働の概念は、お互いが対

等の立場でということでありますから、市が上で

住民が下とか、どこかの団体が上で一般的な人は

下とかというんじゃなくて、対等な立場でそれぞ

れがそれぞれの力を出し合って地域づくりをして

いきましょうという平等の立場にいるという認識

でありますから、そのために使った協働であるわ

けですので、そういう恐れは特に私は感じはおり

ません。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 12番、早乙女順子君。 

○１２番（早乙女順子君） 情報の共有の10条のと

ころでもそうなんですけれども、「必要な情報の

共有に努めなければならない」ということで、こ

こは努力目標なので、個人のプライバシーに関し

てのところで、やっぱり一定の歯どめがかかって

いる部分のところで、ここは努力目標なのかもし

れないんですけれども、先ほど活動している団体

の情報の交換だとかノウハウの情報交換だとかと

いうことが該当するようなことを言ってはいたん

ですけれども、この条項のところで市民同士が対

等であっても監視するような状況に陥るというこ

とは実際にはないのでしょうか。私、とても心配

な事例で、隣の町で、父親が犯罪者であったから

といって、その子どもはどこに生活をするかとい

うものは日本国憲法では保障されていると思うの

に、その子どもたちを追い出したという事例がか

つてあります。そのときに監視し合ったのは住民

です。そういう部分のところを考えたときに、そ

のときに隣町の首長は公共の福祉だということで、

公共の福祉で何の罪もない子どもが外に追い出さ

れるなんていうことを住民がする、行政がすると

いうことは許されないことだけれども、そういう

ことは実際に起こっています。それで、この条例

だけを読むと、私、すごく心配な条例ではありま

すけれども、住民の行き過ぎを防止する手だてと

いうものが盛り込まれていないというふうに思い

ますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 
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○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま

す。 

  はなから、当初からそのようなお互いがお互い

を監視しようと、一部昔の歴史にあったように聞

いておりますが、そういうような意識でものがつ

くってあるんじゃなくて、連帯感が薄れて、隣は

何しているかわからないような状態になっている

ところは非常に空き巣でも何でも多いというのは

現状だと言われています。確かにそうかもしれま

せん。ですから、そういうものはみんなで心がけ

れば減ってくるでしょうということもありまして、

そういうもっと庶民的な発想からつくり上げてき

た条例で、県内の条例も見させていただきました

けれども、大体似ていると言えば変なものなんで

すが、大方同じような理念で、考え方でつくって

おりまして、我々庶民同士がお互いに協力すれば

小さな犯罪─大きい犯罪を防ごうとか、そうい

うものは警察機関とかそういうところがやるわけ

でありますので、そういうくくりでつくってきて

おりますので、字句の文言でいろいろ議論はあっ

てもしかるべきだと思いますが、我々はその辺も

考えながら、市民に対して隣を監視するとか、ち

ょっと危ない人を排除するとか、そういうところ

まで発想してあるようには私は読み取れないとは

思うんですね。何条をもってそういうことが起き

てくるのかわかりません。それは一般の生活上、

そういう感覚の人がいたということだけの話で、

この条例が根拠となってそういう人を排除したと

いうふうな流れではないというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 12番、早乙女順子君。 

○１２番（早乙女順子君） 安心で安全なまちとい

う部分、生活していくので、だれでも安心だとい

うところのものは、こういう条例でつくるのでは

なくて、私たちが本当に地域の中で子どもたちを

見る目、温かく見守る、隣のお年寄りが１人でい

るのをどうしようかというような政策を重視する

ということで、私は逆にそれが安心につながる。

逆に福祉の視点から見て安心なまちをつくってい

っているまちというのはたくさん見てきました。

全国的にこういう条例をつくりましょうという日

本の今の状況が、ただ単に誘拐があったからとい

うことだけじゃなくて、それを利用されていると

いうふうな危惧がされるんですけれども、そうい

うようなおそれという部分のところは感じなかっ

たでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 早乙女順子議員に申し上げ

ます。質疑の内容を明確にしていただきたいと思

います。 

○１２番（早乙女順子君） だから、そういうよう

な意図を感じるということは全然なかったんでし

ょうか。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） そのような意図も

なければ、考えもしておりません。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 26番、菊地弘明君。 

○２６番（菊地弘明君） 議案26号についてご質問

をさせていただきます。 

  ただいま心配なとか弁護士が批判的な意見の多

い条例であるというようなご意見が出たわけでご

ざいますけれども、この条例をつくった市の真意

というものをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま

す。 

  短く言えば、身近な犯罪がふえておりますので、

市民みんなで協力し合って幾らかでも抑止できる

ようにして住みよいまちにしていこうという意味

合いを持ってつくったのが眼目でございます。 
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○議長（植木弘行君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（植木弘行君） ほかにないようですので、

議案第23号から議案第27号までの５議案に対する

質疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（植木弘行君） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２８号～議案第４１号の

質疑 

○議長（植木弘行君） 次に、日程第５、議案第28

号から議案第41号までの14議案を議題といたしま

す。 

  以上に対し、質疑を許します。 

  21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） 第28号、選挙における

選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正につ

いてお尋ねいたします。 

  このビラの作成について公費負担をするという

ことなんですが、これは今一般的に言われている

マニフェストというふうに考えていいのかという

ことと、１枚７円30銭ということですが、これ１

万6,000枚の７円30銭でよかったのかということ。

それから、これは次の那須塩原市の市長選挙から

使えるということだと思うんですが、これは議員

ではなくて、あくまでも市長に関してということ

でよろしいのかどうか、お尋ねいたします。 

○議長（植木弘行君） 選挙管理事務局長。 

○選挙管理事務局長（織田哲徳君） ただいまのご

質問にお答えをいたします。 

  ビラの作成につきましては、公職選挙法に基づ

きまして、今まで市長選挙においてビラの頒布が

できないわけでありましたけれども、公職選挙法

の改正によりまして昨年の地方選挙からビラの頒

布ができることになったわけでございます。そう

いうふうな中で条例に定めることによって公費負

担ができるというふうな考え方の中で今回提案を

しているところでございます。 

  また、このビラの中身につきましては、今ご質

問があったとおりマニフェストというふうな考え

方のものでございます。 

  また、７円30銭と１万6,000枚の関係でござい

ますけれども、これは公職選挙法に定めがござい

まして、市長選挙におきましては１万6,000枚頒

布をすることができるというふうなことでござい

まして、この頒布の方法につきましては、新聞折

り込みあるいは選挙事務所内での頒布、個人演説

会場内での頒布、街頭演説会場での頒布というふ

うな頒布の規制がございます。 

  それから、このビラの頒布につきましては、市

長選のみでございまして、市長選の任期は来年２

月12日というふうなことでございますので、それ

に合わせた中での適用になるというふうなことに

なってくるかと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） ３番、眞壁俊郎君。 

○３番（眞壁俊郎君） 議案29号で質疑いたします。 

  これは予定になるかと思いますが、平成20年４

月１日付で職員数の実数についてお伺いいたします。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） お答えいたします。 

  平成20年４月１日の実職員数ということですね。

現在の中では905人を予定してございます。当然

のことながら増減はあるかもしれませんけれども。 

○議長（植木弘行君） ３番、眞壁俊郎君。 

○３番（眞壁俊郎君） そうしますと約15人。少し

多いというような形になりますが、この辺の関係
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でこの条例の中でこの人数以内でやっていくのか、

それともこの程度でやっていくというような考え

方はどういう考え方ですか。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） 全員協議会のときにも

お話をいたしましたけれども、現行定数962人は

合併時の３市町の職員数をそのまま合計しただけ

でございます。職員適正化計画あるいは組織機構

改革等に伴いまして、現実の実人員とは相当乖離

がございまして、平成19年４月１日現在の実人員

数は929人です。ですから、実人員と改正後の定

数を比較しますと29人減になりますけれども、今

後改正を予定している920人を超える定数という

のは現状の中でちょっと考えられないということ

です。 

  個別に申し上げすと、例えば議会事務局は実人

員は８名ですけれども、改正後は10名ということ

で増もございます。これは議会活性化委員会でさ

まざまな検討がされるということで、そういった

ものも考えて定数をふやしたところもございます。

総体的にはふえる可能性は余りないということで、

定数内でやっていこうという考えでございます。 

○議長（植木弘行君） ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（植木弘行君） ほかにないようですので、

議案第28号から議案第41号までの14議案に対する

質疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（植木弘行君） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４２号～議案第４３号及

び議案第４５号～議案第４６号

の質疑 

○議長（植木弘行君） 次に、日程第６、議案第42

号から議案第43号まで及び議案第45号から議案第

46号までの４議案を議題といたします。 

  以上に対し、質疑を許します。 

  18番、君島一郎君。 

○１８番（君島一郎君） 議案第46号 市道路線の

認定について、１点だけお伺いをいたします。 

  今回、５路線が認定上がっておりますが、その

うちＫ746、共懇社縦２号線、これにつきまして

は地権者と関係者の同意がどの程度とれているの

かをお聞きしたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） Ｋ746、共懇社縦２号

線でございますが、地権者の方につきましてはほ

ぼ同意を得ております。 

○議長（植木弘行君） ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（植木弘行君） ほかにないようですので、

議案第42号から議案第43号まで及び議案第45号か

ら議案第46号までの４議案に対する質疑を終了す

ることで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（植木弘行君） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（植木弘行君） 以上で、本日の議事日程は

全部終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ２時４０分 
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